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第１章 総合戦略（重点戦略） 

１ 総合戦略の目的と体系 

本市では、これまで、第１期串間市まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定し、「１．安定

した雇用をつくる」、「２．子育て世代を支える」、「３．安全・安心なくらしを守る」、「４．人

を呼び込む」の４つの柱のもと、各種施策を展開して、まちの活性化と人口減少と少子超高

齢化対策を進めてきました。しかし現状では、合計特殊出生率は、県平均と比較しても高い

水準にあるものの、社会減を中心とした人口減少は依然として続いています。 

このため、本市にとって、これからも続いていくと考えられる人口減少を和らげるため、

若い世代の結婚、出産、子育ての希望をかなえ、生活面の充実を図るとともに、本市の産業

や環境、景観、文化等の強みを活かした「暮らしやすさ」をさらに追求し、まちの魅力を育

み、ひとが集う地域を構築することが求められています。 

第 2 期串間市まち・ひと・しごと創生総合戦略は、第六次串間市長期総合計画の重点戦略

として位置付け、本市が、将来にわたって「活力ある地域社会」の実現を目指すため、第１期

の成果と課題等を踏まえて、以下のとおり、次の４つの戦略目標と横断的な戦略目標の下に

取り組むこととします。 

基本目標１ 
多様なひと 考え方が尊重され 
 想いをかたちにする くしま 

基本目標２ 
ともに寄り添い 支え合い 
自分らしく活躍する くしま 

基本目標３ 
まなび 育み 夢叶え 
 未来へ翔びたつ くしま 

基本目標４ 
つくり そだてる 
 交流と魅力あふれるまち くしま 

基本目標５ 
みんながつながり 安心と安全 
 スマートなまち くしま 

基本目標６ 
豊かな自然の恵みと共存し 
 持続するまち くしま 

戦
略
目
標
１ 

安
定
し
た
雇
用
を
創
出
す
る 

戦
略
目
標
２ 

子
育
て
世
代
に
選
ば
れ
る
環
境
づ
く
り 

戦
略
目
標
３ 

新
し
い
人
の
流
れ
を
つ
く
る 

戦
略
目
標
４ 

住
み
続
け
た
い
魅
力
あ
る
ま
ち
を
つ
く
る 

横
断
的
な
戦
略
目
標
１ 

多
様
な
人
材
の
活
躍
を
推
進
す
る 

横
断
的
な
戦
略
目
標
２ 

新
し
い
時
代
の
流
れ
を
力
に
す
る 

第
六
次
串
間
市
長
期
総
合
計
画 

基
本
目
標 

第２期串間市まち・ひと・しごと創生 
総合戦略の戦略目標 

（長期総合計画の重点戦略） 

【長期総合計画と総合戦略の関係】 
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２ 戦略目標 

(１) 安定した雇用を創出する 

本市の特色・強みを活かした産業の振興や企業の競争力強化を図り、効果的に域外から稼

ぎ、効率的に域内で富を循環させる地域経済構造を構築するため、農林水産業、観光産業な

どの強みを有する産業を見定め、産業構造の多角化により、多様な働き場の確保を図って、

人が本市に職場を求める仕組みづくりに取り組んでいきます。 

また、様々な人々が本市で安心して働けるようにするために、多様化する価値観やライフ

スタイル・ワークスタイルも踏まえ、誰もがその力を発揮できる就業環境や自分の居場所を

見出せる環境づくりを進めていきます。 
 

戦略目標の指標 単位 
令和元年度 

（実績） 

令和７年度 

（中間目標） 

令和 12 年度 

（目標） 
備考 

生産年齢人口 
（15～64 歳人口） 

人 7,851 人 6,654 人 6,164 人 現住人口（10 月 1 日） 

 

(２) 子育て世代に選ばれる環境づくり 

本市の地域や企業など社会全体として、男女ともに結婚、子育て、仕事をしやすい環境整

備が行われるよう、第２期子ども・子育て支援事業計画により実効性のある少子化対策を総

合的に推進します。具体的には、結婚・出産・子育ての支援、仕事と子育ての両立に係る国制

度等の活用を促進することに加え、市をはじめ各種団体等において、保育・教育の質の向上、

結婚の希望をかなえる取組、子育てのサポート体制、男女の働き方などの実情に応じた少子

化対策の取組を推進します。 
 

戦略目標の指標 
令和元年度 

（実績） 

令和７年度 

（中間目標） 

令和 12 年度 

（目標） 
備考 

合計特殊出生率 1.96 2.01 2.07 
人口動態統計特殊報告の
最新値（厚生労働省公
表） 

 

(３) 新しい人の流れをつくる 

本市の転出超過数の大半は若年層であり、多くの若者が進学、就職の機会に転出している

ものと考えられます。 

本市へのひとの流れをつくるため、夢や希望を抱く若者等に選ばれる取組を実施し、本市

に住みたいという希望の実現に取り組みます。 
 

戦略目標の指標 単位 
令和元年度 

（実績） 

令和７年度 

（中間目標） 

令和 12 年度 

（目標） 
備考 

転出超過人数（△） 人 △179 △36 △36 現住人口統計 
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(４) 住み続けたい魅力あるまちをつくる 

質の高い暮らしのためのまちの機能の充実を図ります。あわせて、豊かな自然、観光資源、

文化、スポーツなど地域の特色ある資源を最大限に活かし、地域の活性化と魅力向上を図り

ます。また、急速な高齢化にも対応し、人々が地域において安心して暮らすことができるよ

う、医療・福祉サービス等の機能を維持・確保し、生涯現役の社会づくりを推進するととも

に、地域における防災・減災や地域の安全の確保を図ります。 
 

戦略目標の指標 単位 
令和２年度 

（実績） 

令和７年度 

（中間目標） 

令和 12 年度 

（目標） 
備考 

市民アンケート 
満足度評価プラス項目 

項目 35 35  35  
市民アンケート調査 
（満足度の加重平均値） 

 
 

３ 横断的な戦略目標 

(１) 多様な人材の活躍を推進する 

多様化、複雑化する地域の課題の解決に向けて、市だけでなく、地域外の企業、NPO、住

民など、地域に関わる一人ひとりが地域の担い手としてそれぞれの目的に応じて、自ら積極

的に参画できるよう、多様なひとびとが活躍できる地域社会づくりを積極的に進めます。 

 

（２）新しい時代の流れを力にする 

地域における Society 5.0 の推進に向けて、地域における情報通信基盤等の環境整備を進

めた上で、未来技術の活用による地域課題の解決、地域の魅力向上を図ります。 

今般の新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う外出抑制や人と人との接触機会の低減によ

り感染拡大のリスクに対応するための、テレワーク、オンラインでの面会、ウェブ会議とい

ったデジタル技術を活用した人とのつながりが、経済、医療、教育をはじめ様々な分野にお

いて社会活動の継続に大きな効果を発揮することが分かりました。社会のデジタル化は、地

域における多様で柔軟な働き方の実現につながるなど、新型コロナウイルス感染症拡大収束

後の「新たな日常」においても一層重要となります。 

さらに、持続可能なまちづくりや地域活性化を推進するに当たっては、SDGs の理念に基

づくことにより、政策全体の全体最適化、地域課題解決の加速化という相乗効果が期待でき、

地方創生の取組の一層の充実・深化につなげることができると考えられます。また、これら

を官民の垣根を越えて一体となって進めることで市全体（全市民）による SDGs の理念に基

づいたまちづくりに繋がることが期待されるため、SDGs を原動力とした地方創生を推進し

ます。 

 

第２期串間市まち・ひと・しごと創生総合戦略と関連する施策につい 

て国が示しているこのロゴで表示しています。 
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第２章 前期基本計画 

施策の体系 

まちづくりの基本目標（６つの施策の柱）と施策は次のとおりです。 

基本目標 施    策 

基
本
目
標
１ 

多様なひと 考え方が尊重され 

想いをかたちにする くしま 

 

～市民活動・行財政分野 

１-１ 市民主体のまちづくりの推進 

１-２ 男女共同参画・人権尊重社会の形成 

１-３ 自治体経営の推進 

基
本
目
標
２ 

ともに寄り添い 支え合い 

自分らしく活躍する くしま 

 

～保健・医療・福祉分野 

２-１ 保健・医療の充実 

２-２ 地域福祉の充実 

２-３ 高齢者福祉の充実 

２-４ 障がい者福祉の充実 

２-５ 子育て支援の充実 

２-６ 社会保障の充実 

基
本
目
標
３ 

まなび 育み 夢叶え  

未来へ翔びたつ くしま 

 

～教育・文化分野 

３-１ 学校教育の充実 

３-２ 生涯学習・生涯スポーツ社会の確立 

３-３ 青少年の健全育成 

３-４ 地域文化の継承・創造 

基
本
目
標
４ 

つくり そだてる 

交流と魅力あふれるまち くしま 

 

～産業振興分野 

４-１ 農林水産業の振興 

４-２ 商工業・地場産業等の振興 

４-３ 観光・交流活動の振興 

４-４ 雇用・勤労者対策の充実 

基
本
目
標
５ 

みんながつながり 安心と安全 

スマートなまち くしま 

 

～生活基盤分野 

５-１ 道路・交通ネットワークの整備 

５-２ スマートシティの推進 

５-３ 住宅・市街地の整備 

５-４ 交通安全・防犯体制の充実 

５-５ 消防・防災・救急体制の充実 

５-６ 消費者対策の充実 

基
本
目
標
６ 

豊かな自然の恵みと共存し 

持続するまち くしま 

 

～環境保全分野 

６-１ エネルギー施策の総合的推進 

６-２ 生活環境の整備 

６-３ 上下水道の整備 

６-４ 公園・緑地の整備及び水辺の保全 

６-５ 景観の保全・形成及び土地利用 
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基本目標１ 多様なひと 考え方が尊重され 想いをかたちにする くしま 

～市民活動・行財政分野 
 

施策 1-1 市民主体のまちづくりの推進 

 

■ ＳＤＧｓとの連携 

連携する
SDGs 

     

目標 8
（経済成
長と雇
用） 

目標 10
（不平
等） 

目標 11
（持続可
能な都
市） 

目標 16
（平和） 

目標 17
（実施手

段） 

 

■ 施策の目的 

市民と行政がそれぞれの役割と責任を持って協働し、地域社会における課題解決の仕組み

づくりや郷土意識の継承による魅力あるコミュニティの形成に向け、コミュニティ活動の拡

充と活性化への取組を支援します。そして、広報・広聴活動の充実と情報発信の強化を図り、

市民主体のまちづくりを推進します。 
 

■ この分野の現状と本市の取組 

地方分権が進展するとともに、財政状況が一層厳しさを増すことが予想される中で、ます

ます高度化、多様化する市民ニーズに対応し、自立したまちを創造・経営していくためには、

これまで以上に市民参画を進めていく必要があります。そこから生まれるコミュニティ活動

は、地域での連帯感や地域社会への関心が希薄化している現代社会において、地域の福祉、

環境保全、防災・防犯、児童・青少年の健全育成などで大きな役割を果たすことが期待され

ています。 

本市では、153 自治会においてその活動等が行われていますが、その活動や自主性を尊重

しながらも少子化や核家族化、高齢化、生活様式の変化、過疎化の進行など直面する課題を

しっかりと見据えることが必要です。そのため、地域における暮らしを持続可能なものとす

るため、集落支援員を配置し集落点検を継続するとともに、自主的・主体的な組織の設立を

推進し、地域の課題は地域で解決する「共助」の仕組みづくりにより、持続可能な地域づく

りを推進しています。 

広報・広聴活動と情報発信については、情報通信技術（ICT）産業の発展に伴い、従来のパ

ソコンや携帯電話に代わってスマートフォンが急速に普及し、拡散性や双方向性のあるソー

シャル・ネットワーキング・サービス（SNS）も多様化しており、積極的に情報収集や情報発

信を行う人々も増えています。 

本市では、広報くしまや公式サイトを中心とする広報活動を推進するとともに、広報・公
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聴の新たな手段として、新たなメディアに対応する必要性が高まっているため、膨大な情報

量の中にあっても埋もれない、興味を持っていただける広報・広聴の手段を研究します。ま

た、情報公開条例及び個人情報保護条例に基づき、情報公開を推進しているほか、参画・協

働の仕組みづくりに努めています。 

 

■ この分野における今後の課題 

地域づくりは、地域住民の主体性を育てることが重要であり、少子高齢化等が進むことで

集落自体の存続が問われていきます。その際、地域住民が支えあえる関係性であり、課題解

決に向けた協議の場や実行の場を地域住民自らが創出していくことが今後の大きな課題です。

今後は、これらの取組をさらに発展させ、市民一人ひとりが主体性を持ち発言・行動できる

基盤づくりを実施していくことが必要です。 

また、多様化する情報発信手段の中でそれぞれの特性を理解し、発信する内容の受け手（タ

ーゲット）に適した媒体を選択するとともに、効果を分析し改善を図るなど、目的に応じた

広報媒体の選定と効果の検証を戦略的に実施していくことが必要です。 
 

■ 主要な施策 

 

施 策 内   容 

（１）地域協働のあり方

の模索と確立 

様々な団体が連携・協力し、地域の課題は地域で解決する

「共助」のあり方として、住民の自発的な活動の取り組みを

持続的に実践する仕組みづくりを進めていきます。 

そのために、集落支援員を配置し、集落点検を行うととも

に、多世代間の交流や居場所づくりはじめとした、一人ひと

りが大切にされる地域づくりを目指します。 

（２）コミュニティ意識

の高揚 

地域コミュニティの重要性、実際のコミュニティ活動の状

況等についての広報・啓発活動を行い、地域活動をはじめ、

各種行事や生涯学習活動、ボランティア活動への参加と連携

を促進するとともに、地域コミュニティ活動に必要な情報提

供や地域リーダーの育成を推進します。 

（３）コミュニティの活

性化支援 

ともに助け合い安心して暮らせる地域づくりに向け、自主

防災組織の育成や防犯活動、交通安全活動、高齢者の見守り

や子育て支援活動など様々なコミュニティ活動の支援を図り

ます。 

また、Web を利用した会議等が可能なワーキングスペース

の設置など、活動形態の多様化に対応できるような環境づく

りに努めます。 

（４）コミュニティ施設

の整備・充実 

地域住民のふれあいの場、活動の場として、老朽化した施

設の建替えなどコミュニティ施設の整備・充実に努めます。 
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施 策 内   容 

また、教育施設の開放など既存施設のコミュニティ施設とし

ての有効活用を検討します。 

さらに、地域によるコミュニティ施設の自主管理・運営を

促進するとともに、施設のバリアフリー化を進めます。 

（５）協働のまちづくり

に向けた市民参画

の仕組みづくり 

市民の多種多様なニーズによる課題に対応し、市民の意見

や発想を起点とした行政の推進に向けて、各種行政計画の策

定における委員等の一般公募、ワークショップ、パブリック

コメントの拡充など市民との対話、市民がまちづくりに自主

的・積極的に参加するための仕組みづくりや体制づくりを進

めます。 

（６）市民団体等の育

成・支援 

多様な市民団体の自主的な活動を育成・支援するほか、活

動に参加しやすい環境づくり、自走できる仕組みづくりに努

めます。 

（７）広報・広聴活動の

充実、情報発信の

強化 

広報紙、公式サイト等の内容充実を図るとともに、政策・

施策に市民の意見・アイデアを積極的に取り入れるため、広

報紙や、公式サイト及びソーシャル・ネットワーク・サービ

スをはじめ 5G 時代に対応した情報の充実と必要とされるコ

ンテンツの整備、道の駅くしまを利用した情報発信や意見聴

取、各種アンケートの実施や各種団体における広聴活動な

ど、市民と行政の情報交換を積極的に進めます。 

 

（８）情報公開の推進 市民への説明責任を果たし、市政運営の透明性の確保を図

るため、情報公開条例及び個人情報保護条例に基づき、円滑

な情報公開と適切な個人情報保護を推進するとともに、文書

管理の徹底を図るため、全職員が共通の認識を持てるよう、

研修会等を実施します。 
 

■ 成果指標 

 

指標の名称 単位 
令和元年度 

（実績） 

令和７年度 

（中間目標） 

令和 12 年度 

（目標） 
備考 

市民主体による地域の
課題解決に向けた組織
の活動範囲 

％ 0 30.0 50.0  

※目標指標は、「目標値」を掲げ、現状値と比較して、どれだけ施策の成果が進んだのかを毎年度点検
します。この手法は、「バックキャスティング」という手法で、未来のある時点に目標を設定しておき、
そこから振り返って現在すべきことを考える手法です。また、SDGs の 17 のゴールと 169 のターゲ
ットの実現を支えるよう、本市の基準にあわせた指標として掲げることに努めています。以下、すべて
指標は同じ考えによっています。 
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■ 個別計画 

 

個
別
計
画 

・串間市公共施設等総合管理計画 

・串間市過疎地域自立促進計画 

 

 

■ 参画と協働の指針 

 

  

市
民 

・一人ひとりが地域のコミュニティを構成する一員であるという認識を持ち、コミュ

ニティ活動等に積極的に参画します。 

・地域の人材を生かし、参加しやすいコミュニティ活動の展開を図ります。 

・自主的・自発的に委員等の一般公募やアンケートなどに参画して、行政活動に意見を

反映します。 

・市の広報紙、市公式サイト等に掲載される行政情報に関心を持ち情報の把握に努め

ます。 

・５G 時代に対応した新たな情報発信手段に関心を持ちます。 

地
域
・
団
体
・
事
業
者 

・コミュニティ活動への積極的な貢献に努めます。 

・地域が抱える課題を地域で解決する組織の設立を目指し、自治会、学校、消防団をは

じめ、医療、福祉、防災、防犯など様々な分野の団体・行政が協働し参画します。 

・相互の連携を深めます。 

・市民団体の活動を活発に行います。 

・情報公開・提供を通じて、積極的な情報発信に努めます。 

・市政情報の公開等によって得た内容は、適正に利用します。 

・市の広報紙を正確に速やかに漏れなく地区住民に配布します。 

・施設内に広報紙の配布コーナーを設置します。 
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施策 1-2 男女共同参画・人権尊重社会の形成 

 

■ ＳＤＧｓとの連携 

連携する
SDGs 

   

目標 5
（ジェン
ダー） 

目標 10
（不平
等） 

目標 16
（平和） 

 

■ 施策の目的 

男女が互いに人権を尊重し、個性と能力を十分に発揮し、自分らしく輝いて暮らせる社

会の実現に向け、その意識づくりや環境づくりを進めます。 

また、一人ひとりの人権が尊重され、人権の大切さを再認識するとともに、差別や偏見

のない社会を築くための取組を総合的に進めます。 

 

■ この分野の現状と本市の取組 

男女が互いに人権を尊重しつつ、責任も分かち合い、性別・年齢にかかわりなく一人ひ

とりがその個性と能力を発揮することができる男女共同参画社会の実現が重要な課題とな

っています。 

このような中、本市では、男女共同の意識醸成を促すため、職員研修をはじめ、地域内

における共同活動の推進を目的とした地域での検討会や研修会を実施してきました。 

また、「基本的人権の尊重」を保障するため、関係諸制度の整備など、多様な取組が進め

られてきましたが、今もなお同和問題・子ども・女性・障がい者・高齢者・在住外国人、

その他様々な人権問題や、ハラスメント、DV やストーカー行為等の男女間における被害が

存在します。こうした背景には、現代社会が内包している問題として、心の問題を軽視す

る傾向、地域社会のつながりや人間関係の希薄化、効率性と成果を優先する価値観などが

挙げられます。 

このような中、本市では、男女が平等に生活や活動ができる職場・家庭・地域などの社

会環境の整備に向けた様々な取組を進めてきました。 

また、人権問題の解決に向け、学校教育、社会教育において、さらには家庭や地域、職

域などあらゆる機会をとらえて啓発・教育施策を推進しています。 
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■ この分野における今後の課題 

市民一人ひとりが男女共同における理念をしっかり理解したうえで、職場や家庭とい

った立場にかかわらず個々の能力を発揮することが重要となりますが、その価値観を浸

透させることが今後の課題といえます。 

そのためにもこれまで同様、研修会の実施や広報・啓発活動等を継続的に推進する必

要があります。 

また、関係機関・団体等との連携強化のもと、実践的な指導者の育成や内容・教材等

の充実を図りながら、新たな諸課題を含め、人権問題全般の解決に向けた教育・啓発を

効果的かつ継続的に推進する必要があります。 

 

■ 主要な施策 

 

施 策 内   容 

（１）男女共同参画に向

けての意識づくり 

研修会の実施や広報・啓発活動等を通じ、男女共同参画の

視点に立った意識改革を推進します。 

また、学校・地域・家庭など、あらゆる機会をとらえて、

さまざまな方法で、世代や社会環境などに応じた男女共同参

画に関する教育・啓発活動を推進します。 

さらに、配偶者暴力をはじめ、男女共同参画に関する市民

の様々な悩みに応えるため、相談体制の充実を図ります。 

今後は、関連する基本計画に基づき、各種施策が確実に実行

されるよう、実施計画による進捗管理を行います。 

（２）男女が共に生きる

環境づくり 

男女雇用機会均等法の遵守に向けた周知・啓発、女性の職

業生活における活躍のために、職場における労働条件や環境

の整備に向けた啓発等を行うとともに、育児・介護休業制度

の周知・活用促進をはじめ、子育てや介護のための社会支援

の充実と職場等の環境整備の促進など、仕事と家庭生活の両

立支援に努めます。 

また、情報提供や活動支援等を通じ、地域活動における男

女共同参画を促進します。 

さらに、女性団体・リーダーの育成や審議会等への女性の

登用率の向上を図り、政策・方針決定の場への男女共同参画

を促進します。 

（３）自立した生き方づ

くり 

一人ひとりが自立し、自分らしい生き方ができるよう、自

立・能力開発の視点に立った学習機会や情報の提供に努める

とともに、男女や子ども、高齢者など身近な人権だけでな

く、障がい者や外国人など、あらゆる人権の啓発に取り組み

ます。 
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施 策 内   容 

（４）人権教育・啓発の

推進 

地域の実情に即して実践できる指導者の育成、ニーズに合

ったプログラムや教材の開発・整備、人権問題に関する意識

調査の実施等を図り、人権教育・啓発推進体制の充実を図り

ます。 

また、市民一人ひとりが人権問題を単に知識として学ぶだ

けでなく、日常生活において態度や行動に現われるような人

権感覚を持つことができるよう、学校、家庭、地域、職域そ

の他あらゆる場において、人権擁護委員の活用を図り、さま

ざまな方法で人権教育・啓発を効果的かつ継続的に推進しま

す。 

（５）人権問題に関する

相談体制の充実 

人権擁護委員や民生委員・児童委員等と連携し、当事者の

立場に立ったきめ細かな相談活動ができる体制を整え、問題

の早期解決に向けた自立支援や人権擁護等の取組の充実を図

るとともに、広報紙や市公式サイトなどを活用し、人権擁護

委員の存在や役割などの周知を図ります。 
 

■ 成果指標 

 

指標の名称 単位 
令和元年度 

（実績） 

令和７年度 

（中間目標） 

令和 12 年度 

（目標） 
備考 

審議会などにおける女
性委員の割合 

％ 26.5 28.2 30.0  

 

■ 個別計画 

 

個
別
計
画 

・串間市男女共同参画基本計画 

・女性活躍推進法に基づく串間市特定事業主行動計画 
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■ 参画と協働の指針 

 

 
  

市
民 

・男女共同参画について学びを深め、男女共同参画社会の実現を目指します。 

・人権についての理解を深め、一人ひとりの人権を尊重します。 

・身近な地域で相談ができるような環境と人的ネットワークをつくります。 

地
域
・
団
体
・
事
業
者 

・男女が職業生活と子育て、介護などの家庭生活とを両立することができるような職場

づくりに努めます。 

・女性の継続就業・登用に取り組みます。 

・各種の人権啓発事業や人権への関心を高める取組等に積極的に参加します。 

・組織内における人権教育を推進します。 

・組織内に、気軽に相談ができるような職場環境をつくるとともに、必要時に各専門機

関へ確実につなぎます。 
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施策 1-3 自治体経営の推進 

 

■ SDGs との連携 

連携する
SDGs 

    

目標 8
（経済成
長と雇
用） 

目標 11
（持続可
能な都
市） 

目標 16
（平和） 

目標 17
（実施手

段） 

 

■ 施策の目的 

市民に信頼され、安心して生活できる行財政運営を進めるため、その効率化に取り組み

ながら、行政サービスの向上に努めます。 

 

■ この分野の現状と本市の取組 

人口減少・少子高齢化、グローバル化が進展する中、多様化する住民ニーズや複雑化す

る行政課題に的確な対応が求められています。そして、市民と協働しながら自らの進むべ

き方向を自らが決定し、具体的な施策を実行していくことのできる経営能力が強く求めら

れています。 

また、責任ある質の高い行政サービスを実現するためには、時代の要請に対応しつつ、

限られた経営資源を効果的、効率的に投入し、自主性と自立性の高い自治体経営を進めて

いくことが求められます。本市では、これまで「自立推進行政改革プラン」等に基づき、

行政組織の再編をはじめ、歳出の削減、定員の削減、事務事業の再構築、情報化の推進な

ど効率的、計画的な行財政運営に努めてきました。 

人材の育成については、人事評価制度を人事管理の基礎として活用することや、人事評

価制度と研修制度を連携させたトータル研修プログラムの導入、平成 28 年３月に策定した

「女性活躍推進法に基づく串間市特定事業主行動計画」との整合性を図るなど、串間市人

材育成基本方針の見直しを行い、職員の資質向上に努めてきました。 

■ この分野における今後の課題 

行財政改革に関する指針のもと、これまでの成果を踏まえながら、事務事業や組織・機

構の見直し、能力に応じた適正な職員配置、定員管理の適正化、職員の資質の向上などに

加え、AI やビッグデータを活用した効率化の可能性を模索するとともにエビデンス（根

拠）に基づいた事業の PDCA の推進など行財政改革を継続的に推進していく必要がありま

す。 

また、社会・経済情勢の急速な変化に伴い、行政ニーズはさらに多種・多様化していま

す。さらに、本市は人口減少に伴い、生産年齢人口も減少しているのに対して、高齢化率
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は増加することによって、税収等の歳入が減少し、社会保障費等の歳出が増加することで

財源不足が予想されることから、これまで以上に厳しい財政運営を迫られることが見込ま

れます。 

今後、自主性・自立性をさらに高め、将来にわたって持続可能な自治体経営を進めてい

くためには、行財政全般について常に点検・評価し、さらなる改革を進めていく必要があ

ります。 

 

■ 主要な施策 

 

施 策 内   容 

（１）健全な財政基盤の

確保 

限られた財源を効率的に活用するため、経費全般について

の徹底的な見直しを行い、その節減・合理化を図ります。 

また、関係各課と連携し、受益者負担の原則に基づく使用

料・手数料の見直し、課税対象の的確な把握や収納率の向上

等に努めるとともに、新たな収入源の導入を図るなど自主財

源の確保に努めます。また、国・県等の制度事業を有効に活

用しながら事業を展開します。 

今後も当初予算編成方針、債権管理指針等のもと、これま

での成果を踏まえながら、経費の見直しを行い、歳出や市債

発行の抑制、納付環境の整備及び現年度分の滞納への早期対

応による収納率の向上に努めるなど、行財政改革を継続的に

推進します。 

（２）効果的・効率的な

財政運営の推進 

財政状況の分析・公表を積極的に行うとともに、事業効果

や費用対効果など重要度、緊急度等を総合的に勘案し、選択

と集中の理念の下、優先順位の明確化や整理統合を図るとと

もに、今後も行政評価を活用し、効果的・効率的な財政運営

を推進します。 

（３）広域行政の推進 周辺自治体との連携のもと、日南・串間広域市町村圏協議

会等を活用し、広域施策・共同事業の効率的な推進に努めま

す。 

推進に当たっては、国・県等の動向を勘案し、各自治体の

地域性を重視しながらも、宮崎県だけでなく、隣県の鹿児島

県域を含む広域でのスケールメリットを活かした広域行政の

あり方について検討し、それに基づく取組を推進します。 
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施 策 内   容 

（４）行財政改革の推進 令和３年度を初年度とする第５次串間市自立推進行政改革

プランに基づき、自主性・自立性のさらなる強化に向け、実

情に即した行財政改革を総合的、計画的に推進するととも

に、行政評価制度の活用により、事務事業のさらなる見直し

を行い、補助金や使用料・手数料等の見直し、指定管理者制

度の活用、民間委託等を推進します。 

さらに、同プランの中で ICT の利活用を加え、ICT 環境の

整備を図り、行政サービスへの展開を研究しながら技術的・

財政的に可能なものを積極的に採用していきます。 

また、時代に即した組織・機構への再編を適宜行うととも

に、定員管理及び給与の適正化を図りながら、さらなる行財

政改革に取り組むこととします。 

（５）人材の育成 人材育成基本方針を見直し、職場環境の充実や職員意識の

改革、職員研修の充実等を進めるとともに、能力主義・成果

主義に基づく人事評価制度を推進し、地方分権時代の担い手

にふさわしい人材の育成を図ります。 

また、人工知能（AI）、ビッグデータ、IoT など、高度化す

る情報技術を一定程度理解し、市民生活における利便性の向

上、サービスの充実に生かせる職員の育成を図ります。 

 

■ 成果指標 

 

指標の名称 単位 
令和元年度 

（実績） 

令和７年度 

（中間目標） 

令和 12 年度 

（目標） 
備考 

経常収支比率 ％ 92.4 92.0 92.0  

市税収納率（過年度分
を含む） 

％ 92.52 93.00 93.50  

 

■ 個別計画 

 

個
別
計
画 

・串間市自立推進行政改革プラン 

・串間市公共施設等総合管理計画 

・串間市公共施設等個別施設計画 

・串間市人材育成基本方針 
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■ 参画と協働の指針 

 

 
 

  

市
民 

・納税の義務を果たすとともに、行政サービスに対する適正な負担を行います。 

・市の財政に対し関心を持つように努めます。 

地
域
・
団
体
・
事
業
者 

・市政情報の公開等によって得た内容は、適正に利用します。 
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基本目標２ ともに寄り添い 支え合い 自分らしく活躍する くしま  

～保健・医療・福祉分野 
 

施策 2-1 保健・医療の充実 

 

■ ＳＤＧｓとの連携 

連携する
SDGs 

   

目標 3
（保健） 

目標 4
（教育） 

目標 16
（平和） 

 

■ 施策の目的 

すべての市民が健康で元気に暮らせるよう、「自分の健康は自分で守る」ことを基本とし、

地域・行政・医療機関などが連携した、健康に関する教育・指導・相談などの体制を整え、市

民が主体となる健康づくりを推進します。 
 

■ この分野の現状と本市の取組 

健康に対する人々の関心は高まってきており、自主的な健康づくりを支援する環境の整備

が求められています。 

また、人口構造及び疾病構造の変化、就業・家族構造の変化、価値観の多様化といった社

会環境の変化に対応するため、安心・信頼の医療の確保と予防医療の重視、医療費適正化の

総合的な推進が図られています。 

本市ではこれまで、生活習慣病の予防、早期発見・治療による寝たきり予防（介護予防）の

ため、健康診査をはじめ、各種検診の受診率の向上に向けた取組や生活習慣や食習慣につい

ての学習機会など各種保健事業を展開してきました。 

また、医療については、市民病院と関係医療機関との連携のもと高度化・多様化する市民

の医療ニーズに対応しています。 

本市は、胃がんによる死亡率が高いことに加え、医療費も高いことから、平成 18 年度から

特に「胃がん」に絞り、早期発見・早期治療のためのヘルスコミュニケーションを駆使した

「胃がん検診」対策として、バス検診受診者の目標を定め、受診率アップに取り組んでいま

す。 

母子保健分野においては、妊産婦健康診査費助成や不妊治療費助成などを実施し、経済的

負担軽減及び健康状態の把握に努めています。 

また、子育て世代包括支援センターを設置し、妊娠期から子育て期にわたるまで切れ目の

ない支援を行っています。 
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■ この分野における今後の課題 

串間市民病院及び串間市総合保健福祉センタ―を「保健・医療・福祉連携施設」と位置づ

け、両者の連携による総合的なサービスを提供するとともに、学校や職場など関係機関と連

携し、市民の健康管理意識の高揚と自主的な健康づくりの促進を基本に、生涯の各期にわた

る保健事業の充実に努める必要があります。 

また、高齢化の進行とともに医療ニーズはますます増大、高度化していくことが予想され

ます。 

このため、市民の医療サービスに対するニーズの高度化・多様化や救急医療ニーズの増大

に応えられるよう、市民病院をはじめ地域医療体制の充実に努めるとともに、安定した医療

サービスを提供すべく南那珂医師会等と連携・協力して救急医療体制の充実を図る必要があ

ります。 
 

■ 主要な施策 

 

施 策 内   容 

（１）健康づくり意識の

高揚と主体的活動

の促進 

広報・啓発活動の推進や教室・イベントの開催等を図り、

市民の健康に対する正しい知識の普及や健康づくり意識の高

揚を図ります。 

また、健康づくりに関する自主組織の育成・支援に努め、

市民の主体的な健康づくりを促進するとともに、今後はその

取組が市民全体に浸透するよう、広報紙や市公式サイト・フ

ェイスブック等の利用も積極的に推進します。 

さらに、若者を対象にしたワークショップなどを開催し、

健康づくりの意識高揚を図ります。 

（２）各種健診の充実 関係機関等と連携し、生活習慣病予防に向けた特定健診の

実施をはじめ、がん検診等各種健診の充実を図ります。加え

て、新規に胃がんリスク層別化検査を導入します。 

また、特定保健指導の実施や健康教育、健康相談など健診

後のフォロー体制の充実を図ります。 

（３）母子保健の充実 妊娠期からの健康診査・個別指導をはじめ、母子健康手帳

の交付、健康教育、相談・指導体制など各事業の一層の充実

に努めるとともに、関連部門が一体となって安心して子ども

を産み育てられる環境づくりに総合的に取り組むとともに、

妊婦健康診査費の助成や未熟児養育医療費の給付、不妊治療

費の助成の充実に努めます。また、事業を通して、支援が必

要な対象者の現状を把握し、早期支援に繋げていきます。 

（４）精神保健対策の推

進 

広報紙の活用により精神保健や「こころの病気」の正しい

知識の普及に努め、早期に相談機関を利用し適切なサービス
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施 策 内   容 

が受けられるよう支援します。 

また、相談を受けやすい体制を整備し、関係機関との連携

により適切な相談対応に努めるとともに、行政からの情報発

信の仕組みづくりを行い、学習機会の提供など社会復帰のた

めの支援にも努めます。 

（５）歯科保健の推進 歯科保健に関する市民の意識の高揚や相談事業の継続実

施、歯科健診の受診勧奨や歯科保健に関する周知啓発活動を

行い、生涯を通じた歯の健康づくり（妊娠期から乳幼児期、

学童期、成人・高齢期）の充実に努めます。 

（６）感染症対策の推進 関係機関との連携のもと、結核や肝炎、新型インフルエン

ザ等の感染症に関する正しい知識の普及び感染拡大防止体制

の充実に努めます。 

また、予防接種が感染症の発生及びまん延の予防、公衆衛

生水準の向上並びに国民の健康の保持に著しい効果を上げて

きたことから、今後もワクチンに関する正しい知識の普及を

進め、市民の理解を得つつ、積極的に予防接種を推進してい

きます。 

（７）食育の推進 関連部門が一体となって、食育推進の４本柱（食のバラン

ス、健康、地産地消と伝統料理、食文化と食環境・食の安

全）に沿った各種施策を全世代を対象に推進し、周知に努め

ます。 

（８）地域医療体制の充

実 

市民病院、市内医療機関や近隣自治体との機能分担と広域

的連携のもと、病病連携・病診連携体制の整備・充実を進め

るとともに、地域包括ケアシステムの深化と、宮崎大学との

連携のもと、地域医療を推進していきます。 

また、遠隔診療などの新しい技術の導入を進めます。 

（９）市民病院・市木診

療所の充実 

市民病院については、経営の健全化と機能の充実ととも

に、宮崎大学との連携、宮崎県医師確保対策推進協議会や医

師会等との情報共有を図って、医師確保と産科・婦人科・耳

鼻咽喉科の誘致に取り組みます。 

また、市木診療所については、地域医療のため、これまで

以上に大学、県立病院等との連携を図り、今後の体制づくり

を検討していきます。 

（10）救急医療の充実 関係機関と連携・協力して、休日・夜間の救急医療体制の

充実を図ります。また、市民病院では診療が困難な小児、脳

神経外科、循環器科等の救急に対応するために、第二次、第

三次医療機関との連携を図ります。 
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■ 成果指標 

 

指標の名称 単位 
令和元年度 

（実績） 

令和７年度 

（中間目標） 

令和 12 年度 

（目標） 
備考 

健康寿命（男性） 歳 82.00 82.50 83.00  

健康寿命（女性） 歳 85.27 85.77 86.27  

 

■ 個別計画 

 

個
別
計
画 

・串間市健康増進計画 

・串間市保健事業実施計画 

・串間市母子保健計画 

・串間市高齢者保健福祉計画・串間市介護保険事業計画 

・串間市過疎地域自立促進計画 

 

■ 参画と協働の指針 

 

 

  

市
民 

・健康づくりへの関心をさらに高めに関する正しい知識、よりよい生活習慣を身につ

けます。 

・周囲の人への声かけや地域での見守りにより、心身の不調や生活の変化に気づくこ

とができるよう、行動します。 

・市内にかかりつけ医師（医院）を確保するよう努めます。 

地
域
・
団
体
・
事
業
者 

・自らが持つ知識や技術等を活用し、市民の健康づくりを支援します。 
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施策 2-2 地域福祉の充実 

 

■ ＳＤＧｓとの連携 

連携する
SDGs 

   

目標 3
（保健） 

目標 11
（持続可
能な都
市） 

目標 17
（実施手

段） 

 

■ 施策の目的 

すべての市民が住み慣れた地域の中で安心して暮らせる環境づくりに向けて、社会福祉協

議会をはじめ、民生委員・児童委員、ボランティア団体など各種団体との連携を強化すると

ともに、地域住民も参画を目指した地域福祉の向上に努めます。 
 

■ この分野の現状と本市の取組 

少子高齢化や核家族化の進行に伴う生活様式の多様化により、地域住民同士のつながりが

希薄になる一方で、生活困窮・虐待・社会的孤立といった福祉課題はこれまでにも増して複

雑化しています。複雑・多様化する福祉ニーズに対応し、誰もが安心して暮らせる地域社会

をつくっていくためには、「支える側」「支えられる側」に分かれるのではなく、市民一人ひ

とりが役割を持ち、福祉活動の担い手として各種の活動に自主的に参画する地域福祉の推進

が不可欠です。関係機関が連携し、各分野の枠を超えた包括的な支援体制を構築することが

求められています。 

また、自己決定の理念の基に、市民の理解と地域での支え合いの促進、高齢者・障がい者

の自立と社会参画への支援、保健・福祉サービスの充実など、すべての人が地域で自立した

生活ができるようバリアフリー社会の実現が求められています。 

本市では、地域福祉活動の中核的な役割を担っている社会福祉協議会が、地域福祉に関す

る事業を企画・実施し、地域に密着した住民参画型の活動を展開しています。様々な地域福

祉課題に対し、社会福祉協議会や民生委員・児童委員、ボランティア団体等と一体となって、

地域住民の交流や支え合い活動などを支援しています。 

本市の道路や道の駅周辺、公共施設などにおいては、段差の解消や歩道の整備・改良など

を進めてきましたが、高齢者や障がい者、子どもなどが安全に通行・使用できる環境の整備、

環境づくりがさらに必要になっています。 

 

■ この分野における今後の課題 

今後、少子高齢化はさらに急速に進行し、援助を必要とする高齢者や障がい者等が増加し、

地域における福祉ニーズはますます増大・多様化することが見込まれるため、制度・分野ご
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との「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えてより多くの人々の福祉活動への参

画を促進し、市民総参画の地域福祉体制をつくりあげていく必要があります。また、「制度の

狭間」の課題に対し、関係機関の連携を強化するとともに、課題解決力の向上に取り組む必

要があります。また、認知症高齢者や障害のある人が、判断能力が不十分なために財産の管

理や契約などで不利益を被ったり差別されたりすることがないよう、権利擁護の普及・啓発

が求められています。 

さらに、商店やスーパー、娯楽・飲食施設などにおいても、誰もが使いやすい施設の整備

が求められます。こうした整備によって、高齢者や障がい者、子どもなどの社会活動の拡大

を図るための環境整備を総合的に進めるとともに、まちづくりのすべての分野においてバリ

アフリー、ユニバーサル・デザインの視点の確保が必要になっています。 

そのため、市民の理解と認識を深め、差別と偏見のない「心のバリアフリー」を築くこと

が求められます。 

道路整備については、高齢者や障がい者、子どもなどが安全に通行・使用できるよう歩道・

区画線等の設置整備を関係機関と連携を図り整備していますが、施設の老朽化も進んできて

おり、維持管理費の増加も懸念されます。 

また、改良整備後は利便性の向上から大型車の利用頻度の増加による振動・スピード超過

等の影響も多くなっているため、高齢者や障がい者、子どもなどが安全に通行・使用できる

よう警察署等と連携した対策も必要になっています。 
 

■ 主要な施策 

 

施 策 内   容 

（１）福祉意識の高揚 

 

広報・啓発活動や福祉教育の推進、福祉イベントの開催、

地域住民との交流事業や世代間交流の実施など市民の福祉意

識の高揚に努めます。また、市民や関係機関と連携しなが

ら、複雑・多様化する福祉課題への支援や権利擁護の普及・

啓発に取り組みます。 

（２）社会福祉協議会、

関係団体等の活動

支援 

社会福祉協議会をはじめ、民生委員・児童委員の活動の充

実、各種関係団体の活動支援に努め、地域に密着した各種福

祉活動の活発化を促進します。 

特に、ボランティアセンターの強化、福祉ボランティアや

NPO の育成及びネットワーク化、身近な地域を単位とした助

け合い活動を支援します。 

（３）ユニバーサル・デ

ザインのまちづく

り 

すべての人にやさしい地域づくりの発想であるユニバーサ

ル・デザインの視点に立って、視覚障がい者誘導ブロック等

の設置など道路や公共施設のバリアフリーの実現や生活環境

の整備を進めます。 

また、民間事業者との連携を図り、市民が利用する施設の

バリアフリー化を呼びかけ、活動範囲の拡大に努めます。 
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施 策 内   容 

（４）心のバリアフリー

の推進 

多世代間の交流、ボランティア活動への参加などを通して

福祉意識の啓発を図り、人権を尊重した「心のバリアフリ

ー」施策を進めます。 

また、精神障がい者が地域で生きがいのある生活ができる

ためのシステムの構築を関係機関を含め取り組んでいきま

す。 
 

■ 成果指標 

 

指標の名称 単位 
令和元年度 

（実績） 

令和７年度 

（中間目標） 

令和 12 年度 

（目標） 
備考 

ボランティア登録団体
数 

団体 29 33 36  

社会福祉協議会会員
加入世帯率 

％ 53.4 54.0 55.0  

民生委員・児童委員の
充足率 

％ 100 100 100  

 

■ 個別計画 

 

個
別
計
画 

・串間市地域福祉計画・地域福祉活動計画 

・串間市高齢者保健福祉計画・串間市介護保険事業計画 

・串間市障がい者計画・串間市障がい福祉計画・串間市障がい児福祉計画 

・串間市公共施設等総合管理計画 

・串間市過疎地域自立促進計画 

 

■ 参画と協働の指針 

 

市
民 

・近所とのつきあい（コミュニケーション）を深めます。 

・ボランティア活動などに参加します。 

・お互いに声かけや見守りを行います。 

・自分たちだけでは解決が難しい場合には、各相談窓口に繋ぎます。 

地
域
・
団
体
・
事
業
者 

・地域における見守りネットワークに参加します。 

・「制度の狭間の課題」に対し、分野横断的な相談体制づくりに努めます。 

・関係機関の連携強化により、権利擁護の普及・啓発に努めます。 
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施策 2-3 高齢者福祉の充実 

 

■ ＳＤＧｓとの連携 

連携する
SDGs 

    

目標 1
（貧困） 

目標 3
（保健） 

目標 11
（持続可
能な都
市） 

目標 17
（実施手

段） 

 

■ 施策の目的 

高齢者が住み慣れた地域でいきいきと暮らせるよう、社会参加や在宅生活への支援の充実

を目指します。 
 

■ この分野の現状と本市の取組 

わが国では、団塊の世代が後期高齢者となる 2025 年、団塊ジュニア世代が 65 歳以上とな

り高齢者人口がピークを迎える 2040 年には、高齢者人口が急激に増加し、これまでの状況

を超えた高齢社会を迎えることが予想されています。 

本市においては、高齢者数が横ばい状態となるものの、寝たきりや認知症などにより介護・

支援を必要とする高齢者の増加が考えられ、また、介護の程度の重度化・長期化、ひとり暮

らし高齢者の増加、核家族化に伴う家族介護力の低下などが進み、介護を要する高齢者とそ

の家族等の保健、医療、福祉サービスに対する需要は一層高まるものと考えられるため、高

齢者施策の充実は引き続き市全体の大きな課題であると考えられます。 
 

■ この分野における今後の課題 

高齢者の多くは、住み慣れた地域で安心して生活し続けられることを望んでいることから、

在宅サービスの充実はもとより、要介護等の状態とならないための介護予防対策の推進が重

要となっています。 

このため、高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基づき、介護予防を重視した施策を

展開していくとともに、高齢者の生きがいづくりと社会参加の促進、健康づくりの推進など

に取り組むことが必要となります。 
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■ 主要な施策 

 

施 策 内   容 

（１）高齢者支援推進体

制の整備 

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基づき、制度やサ

ービスの周知をはじめ、サービスの質の向上、苦情への適正な

対応、総合的な推進体制の強化を図ります。 

（２）保健福祉サービス

の推進 

高齢者の介護予防・健康づくりに向け、関係機関の連携強化

のもと、健診・指導や健康教育・相談をはじめ、地域の実情に

応じた各種保健サービスの充実を図ります。 

（３）生きがいづくりと

社会参加の促進 

高齢者が生きがいを持って豊かな生活を送れるよう、高齢者

の支援や高齢者の学習・健康づくり・交流の場の提供に努めま

す。 

（４）高齢者が住みよい

まちづくりの推進 

関係各課、関係機関・団体が一体となって、住宅環境の整

備、防災・防犯・交通安全対策の充実を図るほか、緊急通報シ

ステムや地域での見守り活動など住み慣れた地域での生活を支

援するなど高齢者が住みよいまちづくりを総合的に推進しま

す。 

また、介護保険等の公的なサービスだけでは地域課題に完全

には対応できないため、地域が主体となった取組（支え合い・

助け合い活動等）による地域課題の解決に向け、地域連携組織

と協働しつつ必要な支援方法について、地域の声を聴きながら

適切な支援を行います。 
 

■ 成果指標 

 

指標の名称 単位 
令和元年度 

（実績） 

令和７年度 

（中間目標） 

令和 12 年度 

（目標） 
備考 

要介護認定率 ％ 17.2 17.2 17.2  

シルバー人材センター
会員数 

人 64 88 88  

高齢者クラブ数 クラブ 20 25 30  

 

■ 個別計画 

 

個
別
計
画 

・串間市地域福祉計画・地域福祉活動計画 

・串間市高齢者保健福祉計画・串間市介護保険事業計画 

・串間市過疎地域自立促進計画 
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■ 参画と協働の指針 

 

 
 
  

市
民 

・高齢者は、自身の自立生活のために積極的に社会参加を行い、様々な機会を通じて健康

づくり、介護予防及び介護サービスの適切な利用に努めます。 

・地域の中での自らの役割を自覚し、地域活動やボランティア活動に主体的に取り組み

ます。 

・介護が必要となった場合でも、適切なサービスを利用して、有する能力を生かし意欲的

に生活を続けます。 

・家庭や地域で役割や居場所があり、生きがいを持って生活できるよう、お互いに見守り

支えあいます。 

地
域
・
団
体
・
事
業
者 

・利用者のニーズに応じた質の高い利用者本位のサービスを提供します。 

・介護保険サービスに関する情報の提供や、相談受付窓口、苦情受付窓口の整備を進めま

す。 

・高齢者の社会参加（地域活動）を支援します。 
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施策 2-4 障がい者福祉の充実 

 

■ ＳＤＧｓとの連携 

連携する
SDGs 

      

目標 3
（保健） 

目標 4
（教育） 

目標 8
（経済成
長と雇
用） 

目標 10
（不平
等） 

目標 11
（持続可
能な都
市） 

目標 17
（実施手

段） 

 

■ 施策の目的 

障がい者が地域社会の一員として自立した生活を送ることができるよう、障がい福祉サー

ビスの定着や充実を図るとともに、地域で関わり合える社会環境づくりを推進します 
 

■ この分野の現状と本市の取組 

障がいの有無にかかわらず、誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う共生社会を実現さ

せるためには、障がい者が、その能力を最大限発揮して自己実現できるよう支援し、自らの

決定に基づき、社会のあらゆる活動に参加・参画することができる環境を整えていくことが

必要です。 

本市では、現在、関係機関と連携しながら、手帳の交付や各種の相談、経済的支援をはじ

め、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく福祉サービスや障がい者に関わる多種多様な

サービスの提供による適切な支援、さらには障がい者の社会参加や就労の促進に向けた施策

など、地域社会の中で自立して暮らせるまちづくりを目指した施策を推進しています。 
 

■ この分野における今後の課題 

障がい者数は減少傾向にありますが、高齢化や障がいの重度化が進んでいます。 

障がい者とその家族をサポートするため、障がい者計画、障がい福祉計画及び障がい児福

祉計画に基づく、相談・情報提供体制や各種サービスの充実、バリアフリーのまちづくりな

ど、障がい者支援全般の一層の充実が求められています。 

また、障がい者の社会参画や就労の促進を図るため、市民や企業等に対するノーマライゼ

ーションの理念の一層の浸透を図る必要があります。 

国が推進している施設内の生活から地域生活への移行については、障がい者自身が生活の

場所の選択ができるよう、地域での受け皿の確保等の環境整備に努める必要があります。 
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■ 主要な施策 

 

施 策 内   容 

（１）障がい者支援の総

合的推進 

障がい者計画、障がい福祉計画及び障がい児福祉計画に基

づき、生活支援を行う居宅介護（ホームヘルプ）や短期入所

（ショートステイ）等の事業、自立のための訓練や就労の支

援を行う就労移行支援等の事業、相談支援や日常生活用具の

給付・貸与、移動の支援等を行う地域生活支援事業、その他

地域生活支援拠点の整備等の福祉サービスの提供体制の充実

を図ります。 

また、様々な障がい特性に応じて多様な施策が必要と思わ

れるため、今後も障がい者自立支援協議会及び同協議会の個

別部会の役割や機能の充実を図ります。 

（２）広報・啓発活動等

の推進 

ノーマライゼーションの理念にもとづいたまちづくりや障

がいを理由とする差別の解消を進めるため、各種団体等と連

携し、広報・啓発活動や福祉教育、交流事業の推進に努める

とともに、障がい者が住み慣れた地域で生活が送れるよう住

まい、働く場、活動の場への支援に努めます。 

また、合理的配慮の必要性について広報・啓発活動を進め

ます。 

（３）保育・教育の充実 障がい児保育を実施する保育施設等と連携を図り、障がい

児保育や特別支援教育の充実に努め、適切な就学・就労相談

及び指導に努めるとともに、安心して子育てができる環境整

備に努めます。 

（４）就労機会や居住の

場の拡大と社会参

加の促進 

関係機関との連携のもと、事業所への障がい者の雇用を支

援する各種制度の周知・啓発に努めるとともに、障がいの特

性に応じた福祉的就労機会の充実等に努めるとともに、障が

い者のスポーツ・レクリエーション、文化活動等への参加促

進を図ることで、障がい者の社会参加を促進します。 
 

■ 成果指標 

 

指標の名称 単位 
令和元年度 

（実績） 

令和７年度 

（中間目標） 

令和 12 年度 

（目標） 
備考 

障がい福祉に係る施設
入所者数 

人 54 53 52  
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■ 個別計画 

 

個
別
計
画 

・串間市地域福祉計画・地域福祉活動計画 

・串間市障がい者計画・串間市障がい福祉計画・串間市障がい児福祉計画 

・串間市障害者活躍推進計画 

・串間市過疎地域自立促進計画 

 

■ 参画と協働の指針 

 

 
  

市
民 

・障がい及び障がい者を正しく理解します。 

・障がい者の社会参加に関しての手助けや支援を行います。 

・障がい者は可能な限り、積極的な社会参加に努めます。 

地
域
・
団
体
・
事
業
者 

・障がい者の参加を支援するとともに、障がい福祉活動への参画に努めます。 

・障がい者が安心して生活できる環境をつくります。 

・障がい者の雇用の促進と職業の安定に努め、施設等のバリアフリー化を図ります。 
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施策 2-5 子育て支援の充実 

 

■ ＳＤＧｓとの連携 

連携する
SDGs 

     

目標 1
（貧困） 

目標 2
（飢餓） 

目標 3
（保健） 

目標 4
（教育） 

目標 5
（ジェン
ダー） 

 

■ 施策の目的 

妊娠・出産期から乳幼児期まで切れ目のない支援を行うとともに、幼児教育・保育の提供

体制の確保や多様な保育サービスの充実、地域全体で子育て家庭を支え、安心して子どもを

産み育てられる環境づくりに取り組みます。 
 

■ この分野の現状と本市の取組 

少子化の進行とともに、地域のつながりの希薄化、共働き家庭・核家族化の増加など、子

育てを取り巻く地域や家庭の環境はめまぐるしく変化しています。このような子育て環境の

中で、不安感や負担感、孤立感を感じながら日常生活を送っている親が、少しでも安心して

生活できるよう支援することは、本市の将来の活力向上にもつながっていくものであります。

本市では、保育所の体制整備とサービスの充実を図るとともに、「子育て世代包括支援センタ

ー」及び｢地域子育て支援センター｣など相談支援体制の強化を図り、育児相談や情報提供な

ど子育て支援に努めています。 

さらに、児童の放課後の過ごし方、母子保健事業の充実、乳幼児・児童・生徒の医療費助

成、保健・福祉・教育・医療の連携、ひとり親家庭への支援など各種の子育て支援施策を推進

してきました。これまで実施してきた子育て支援策としては、子育て家庭の負担軽減に取り

組み、第３子以降保育料の無償化を実施してきました。さらに、国の制度における令和元年

10 月からの保育料無償化にあわせて、国の制度を拡充する形で、市独自に保育料無償化にお

ける１号認定と２号認定で生じる差を解消する施策や、国の制度において対象外となる副食

費についても、１号及び２号認定について助成することで経済的負担の軽減を図ったところ

です。 
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■ この分野における今後の課題 

子育てに不安を抱える親の増加や相談内容の多様化や、子どもや子育て家庭の置かれた状

況や地域の実情の変化に対応すべく、保育所・認定こども園・学校の一層の連携強化を図り、

子ども・子育て支援の量的拡充と質的改善を図ることが必要となっています。 

今後は、第 2 期子ども・子育て支援事業計画に基づき、多様なニーズに合わせたきめ細や

かな支援を展開し、より高い専門性とそれに裏付けられた実践力で、子育て家庭を地域全体

で支援していく体制を積極的に展開する必要があります。 

 

■ 主要な施策 

 

施 策 内   容 

（１）総合的な子育て支

援の充実 

子ども・子育て支援事業計画に基づき、子育てに関する各

種施策を展開し、地域の実情や時代に即応できる施策を推進

し、「子育てするならくしま」の体制づくりを進め、子育て環

境の中で、不安感や負担感、孤立感を感じながら日常生活を

送っている親が少しでも安心して生活できるよう、子育て支

援や幼児学校・教育を充実させます。 

また、保育や子育て支援のニーズや課題に対して適切な事

業を実施し、さらなる子育てのしやすい環境整備に取り組み

ます。 

（２）保育サービスの充

実 

特別保育など多様化する保育ニーズに対応した保育内容の

充実や施設等保育環境の改善とともに、地域での子育て支援

の拠点となる教育・保育施設において、子どもや子育て家庭

の置かれた状況や地域の実情を踏まえ、多様な子ども・子育

て支援の量的拡充と質的改善を図ります。 

（３）要保護児童等への

対応の推進 

関係機関・団体との連携のもと、児童虐待などによる要保

護児童への対応、ひとり親家庭への支援の推進、障がい児施

策の充実など、援助を必要とする子どもと家庭に対するきめ

細かな取組を推進します。 

（４）相談・援助体制の

充実 

育児不安や子育ての悩みを解消し、子どもを安心して産み

育てられるよう、相談・援助体制としての子育て世代包括支

援センター及び地域子育て支援センターにおいて、親子の触

れ合いの場の提供や育児・子育てに関する情報の提供を行

い、子育て世代が安心して産み育てられるようさらなる利用

促進を図ります。また、地域教育・保育施設において｢子育て

相談｣に対する支援の充実や乳児・児童・生徒への医療費助成

の充実に努めます。 
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施 策 内   容 

（５）親の育児能力向上

の支援 

親が子育てを自立して行うことができるよう、保育士、保

健師、栄養士、家庭児童相談員等による子育て相談や子育て

中の仲間づくりなど、子育て環境の整備に努めます。また、

今後は専門性を活用した子育て講座等を開催するなど、保育

施設等とも連携していきます。 

（６）新婚・子育て世帯

の定住に向けた経

済的負担の軽減 

新婚・子育て世帯の定住を図るため、子育てに対する経済

的支援や出産・育児・出産に関する相談や指導、役立つ情報

の提供を行い、「子育てするならくしま」と認識してもらえる

よう、新婚・子育て世代にやさしいまちづくりを進めます。 

（７）男女があらゆる分

野で活躍できる環

境の整備と仕事と

家庭が両立できる

働き方の実現に向

けた支援 

男女が共に生きる環境づくりを念頭に、仕事と生活の調和

の実現に向け、それぞれの生活スタイルに対応した多様な働

き方や、職場における労働条件や環境整備に向けた啓発等を

行い、男性も女性も性別に関係なく、一人の個人としてその

個性と能力が発揮できるよう支援していきます。 

 

■ 成果指標 

 

指標の名称 単位 
令和元年度 

（実績） 

令和７年度 

（中間目標） 

令和 12 年度 

（目標） 
備考 

教育・保育の充足率 ％ 100 100 100  

 

■ 個別計画 

 

個
別
計
画 

・串間市地域福祉計画・地域福祉活動計画 

・串間市子ども・子育て支援事業計画 

・串間市子どもの未来応援計画 

・串間市母子保健計画 

・串間市過疎地域自立促進計画 
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■ 参画と協働の指針 

 

 

  

市
民 

・保護者や家族、地域が協力して、見守り、ともに遊び学んで、愛情豊かに子どもの育ち

を支えます。 

・子どもの人権と安全を守る意識を持ち、安全パトロール等の取組に積極的に参加しま

す。 

・児童虐待など気になる家庭がある場合は、連絡（通告）するとともに、常に子どもを虐

待から救うため行動します。 

・子育て家庭との交流を心がけるとともに、関心を持つよう努めます。 

地
域
・
団
体
・
事
業
者 

・仕事と家庭のバランスがとれるよう、働き方の見直しを進めます。 

・児童虐待防止等の取組を推進します。 
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施策 2-6 社会保障の充実 

 

■ ＳＤＧｓとの連携 

連携する
SDGs 

    

目標 1
（貧困） 

目標 3
（保健） 

目標 8
（経済成
長と雇
用） 

目標 16
（平和） 

 

■ 施策の目的 

すべての市民が健康で安心して生活を送ることができるよう、社会保障制度の周知と適正

な運用に努めるとともに、ともに支え合う地域づくりの推進に努めます。 
 

■ この分野の現状と本市の取組 

国民健康保険被保険者は、年金生活者や低所得者が多く、年齢構成が高く、これに伴い医

療費水準も高い状況にあり、本市においても厳しい財政運営となっています。このような情

勢の中、生活習慣病対策である特定健康診査・特定保健指導の実施、保健指導の早期介入、

疾病の早期発見・予防活動の徹底などにより、医療費の抑制を図ることが必要です。 

また、平成 30 年度から、安定的な国保の運営を図ることを目的として、運営主体を市町村

から県へ移行したところであり、今後は関係機関との連携を強化し、情報を共有しながら、

きめ細かなサービスを確保する必要があります。 

併せて、生活に困窮する者などに対しては、生活困窮者自立支援制度や生活保護制度の適

正運用の促進に努めています。 

 

■ この分野における今後の課題 

今後は、医療費の適正化や国民健康保険税の収納率の向上など事業の健全運営に向けた取

組を進めるほか、国保の運営主体が県へ移行したこと等制度改革への適切な対応に努める必

要があります。 

一方、国民年金制度は、不安のない老後の生活を保障するものであり、人々の生活に必要

不可欠な制度です。今後、市民の年金受給権の確保のため制度に対する市民の理解をさらに

深めていく必要があります。 

また、社会・経済情勢の急速な変化に伴い、生活保護をとりまく環境は大きく影響を受け

ます。今後とも、低所得者の経済的自立と生活意欲の高揚に向け、これらの取組を継続して

実施していく必要があります。 
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■ 主要な施策 

 

施 策 内   容 

（１）国民健康保険事業

の適正運営 

国民健康保険加入資格の状況調査を行い、資格異動未届者

に対して個別指導等を行うとともに、ねんきんネットシステ

ムを活用するなど、被保険者資格の適正化に努めます。 

また、広報・啓発活動や医療費通知等を通じ、国民健康保

険制度に対する理解や医療費に対する関心を高めるととも

に、診療報酬明細書の点検調査の充実や被保険者への指導等

により適正受診を促進し、医療費の適正化に努めます。 

さらに、医療費に見合う国民健康保険税の適正な賦課総額

の確保・徴収に努めるとともに、納税意識の高揚や徴収体制

の充実を図り、国民健康保険税の収納率の向上に努めます。 

加えて、特定健康診査・特定保健指導の推進をはじめ、生活

習慣病の対策強化と重症化予防を図り、医療費の抑制に努め

ます。また、後発医薬品の活用は、短期的に医療費を抑制で

きることから、さらに活用の啓発に努めます。 

（２）国民年金制度の周

知 

年金事務所と連携した広報・啓発活動の推進等により、国

民年金制度の周知を図るとともに、市民の年金受給権の確保

のため、年金相談の充実を図り、制度への市民の理解と関心

を高めていきます。 

（３）生活困窮者自立支

援制度及び生活保

護制度の適正運用 

生活に困窮する者などの相談に適切に応じるとともに、生

活困窮者自立支援制度及び生活保護制度の適正運用とハロー

ワークなど関係機関と連携した生活困窮世帯及び生活保護世

帯の自立更生を支援します。 
 

■ 成果指標 

 

指標の名称 単位 
令和元年度 

（実績） 

令和７年度 

（中間目標） 

令和 12 年度 

（目標） 
備考 

値段が安価な後発医薬
品の利用割合が医薬品
全体に占める割合 

％ 81.3 85.0 87.0  
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■ 個別計画 

 

個
別
計
画 

・串間市地域福祉計画・地域福祉活動計画 

・串間市保健事業実施計画 

・串間市過疎地域自立促進計画 

 

■ 参画と協働の指針 

 

  

市
民 

・身心の健康の充実を図り、勤労意欲の向上に努めます。 

・健康診査や保健指導を積極的に活用し、自らの健康増進に努めます。 

・医療保険制度を安定的に持続させるため、後発医薬品の利用や適正受診に努めます。 

 

地
域
・
団
体
・
事
業
者 

・市が行う健康診査などに協力します。 

＜社会福祉協議会＞ 

・生活困窮者に対し、小口資金や生活福祉資金の活用を図ります。 
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基本目標３ まなび 育み 夢叶え 未来へ翔びたつ くしま 

～教育・文化分野 
 

施策 3-1 学校教育の充実 

 

■ ＳＤＧｓとの連携 

連携する
SDGs 

   

目標 3
（保健） 

目標 4
（教育） 

目標 16
（平和） 

 

■ 施策の目的 

児童生徒一人一人の学力向上を図るとともに、豊かな人間性と社会性を育む教育環境の構

築に取り組みます。 

また、小中高一貫教育を推進することで、本市独自の教育内容の充実を実現するとともに、

郷土愛の醸成を図ります。 
 

■ この分野の現状と本市の取組 

児童生徒が、確かな学力を身につけ、心身ともに健やかに成長していくことができる教育

環境づくりが求められています。 

また、小学校において新たに教科化された外国語教育の充実、少人数指導と習熟度別の学

習の実施等児童生徒の学力向上に向けた教育活動の推進に取り組んでいます。 

一方、不登校等問題を抱える児童生徒及びその家族への対応について、スクールソーシャ

ルワーカーを中心に学校と連携を図りながら支援に取り組んでいます。 

平成 20 年度から小中高一貫教育の推進に取り組み、児童生徒間の交流活動、教員の指導体

制の整備・充実を図っています。 

その中心として、「串間市」を学びのフィールドと位置づけ、地域の課題解決や活性化をテ

ーマとして調査研究を行う福島高校の「地域創生学」の充実に向けた支援とともに、その基

盤となる小・中学校の「くしま学」の内容充実を図り、一貫した学びの推進に取り組んでい

ます。 
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■ この分野における今後の課題 

学校教育においては、児童生徒一人ひとりの学力の向上を図るとともに、Society5.0 に対

応する ICT 教育の推進が必要になります。 

また、支援を要する児童生徒への個に応じたきめ細やかな対応とともに、地域と一体とな

った学校運営が求められます。 

そして、地方創生のモデルとなるべく、県内唯一の連携型中高一貫教育校として、中高６

年間の計画的・継続的な特色ある教育活動の推進に努める必要があります。 

さらに、「くしま学」、「地域創生学」を通した郷土愛の醸成を図っていくことが求められま

す。 
 

■ 主要な施策 

 

施 策 内   容 

（１）学校教育の充実 児童生徒一人一人の学力向上のため、ICT 教育の推進な

ど、教育内容の充実を図ります。 

また、児童・生徒の健康管理体制や児童・生徒に対する相

談体制の充実など、学校と家庭・地域社会との相互理解を深

めながら、心身ともに健全な児童・生徒の育成に努めます。 

（２）特別支援教育の推

進 

関係機関との連携のもと、各学校の施設整備や教員配置の

ほか、特別支援教育支援員の配置に努めるなど、特別支援教

育の充実を図るとともに、適切な就学相談・支援に努めま

す。 

（３）心の問題への対応 様々な理由で心に問題を抱える児童生徒に対し、教育相談

員及びスクールソーシャルワーカーを中心とした支援体制を

整備し、対象となる児童生徒とその家庭への対応に取り組み

ます。 

（４）教職員研修の充

実・推進 

教職員の資質の向上のため、教職員自らが修養と研鑽に励

む主体的研修に取り組むことができる体制づくりに努めま

す。 

（５）子どもの安全の確

保 

子どもの安全確保のため、啓発活動の推進とともに、保護

者や学校、地域の連携による見守り活動の推進を図ります。 

（６）学校教育施設・設

備の整備・充実 

緊急性・優先度を考慮して学校教育施設・設備の整備・充

実を図ることで、安全で安心な学校づくりに取り組みます。 

また、Society5.0 時代を生きる子どもたちの創造性を育む

学びを実現するため、適切な学校 ICT の環境整備に努めま

す。 
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施 策 内   容 

（７）学校給食の充実 安全・安心な学校給食の提供に努めるとともに、地産地消

や食育の視点に立った取り組みを進めます。 

また、学校給食共同調理場については。施設の老朽化や災

害等に対応できるよう施設更新の検討を行います。 

（８）小中高一貫教育の

推進 

児童生徒間の交流活動及び教員の指導体制の充実に取り組

むことで小中高一貫教育を推進します。 

高校における地域の課題解決や活性化を調査研究する「地

域創生学」の充実に向けた支援とともに、その基盤となる小

中学校での「くしま学」の内容充実を図ることで、郷土愛を

醸成し、地域貢献のための人材育成に取り組みます。 
 

■ 成果指標 

 

指標の名称 単位 
令和元年度 

（実績） 

令和７年度 

（中間目標） 

令和 12 年度 

（目標） 
備考 

全国・学力学習状
況調査で「難しい
ことでも、失敗を
恐れないで挑戦し
ている、どちらか
といえばしてい
る」と回答した児
童生徒の割合 

小学６年生 ％ 68.2 74.7 80.2  

中学３年生 ％ 48.2 54.7 60.2  

体力テストの結果 
※全国の平均値を
100 とした際の本
市の割合 

小学５年生
男子 

― 96.9 98.7 100  

小学５年生
女子 

― 97.7 99.5 100  

中学２年生
男子 

― 90.5 92.3 93.8  

中学２年生
女子 

― 84.4 86.2 87.7  

 

■ 個別計画 

 

個
別
計
画 

・串間市教育大綱 

・串間市過疎地域自立促進計画 

・串間市学校施設等長寿命化計画 
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■ 参画と協働の指針 

 

 
  

市
民 

・自分も人も大切にして、新しい時代の変化にも対応できる力を身につけます。 

・学校行事に積極的に参加し、学校の諸活動に協力します。 

・子どもと大人が共に育ち、あらゆる多様性を受け入れられる地域づくりに取り組み

ます。 

地
域
・
団
体
・
事
業
者 

・学校と連携を図り、特別授業等において自らの専門性を教育の場に生かします。 

・学校と連携を図り、子ども一人ひとりが大切にされる支援をします。 

・家庭・学校・地域や関係機関等の連携を充実させ、青少年の健全育成を図ります。 
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施策 3-2 生涯学習・生涯スポーツ社会の確立 

 

■ ＳＤＧｓとの連携 

連携する
SDGs 

     

目標 3
（保健） 

目標 4
（教育） 

目標 8
（経済成
長と雇
用） 

目標 11
（持続可
能な都
市） 

目標 17
（実施手

段） 

 

■ 施策の目的 

子どもから高齢者まで、生涯にわたって自らを高め、豊かな人生を送れるよう、学校教育

との連携を図りながら、主体的に学ぶ生涯学習の充実に努めます。 

すべての市民がそれぞれの体力や年齢に応じたスポーツ活動を行える環境づくりに努めま

す。 

また、スポーツを行う個人・団体が、安全かつ継続的にスポーツに親しむことができるた

めの施設の適切な運営に努めます。 
 

■ この分野の現状と本市の取組 

急激な少子高齢化、家族形態・ライフスタイルの変容などを背景として、価値観や生涯学

習ニーズが多様化する中、生涯を通じて学び続け、心豊かに人生を送ることが求められてい

ます。 

本市では、学習機会の提供と学習環境を整備することにより、学習意欲の向上に努め、市

民のニーズを踏まえながら、各年齢層に応じた様々な講座・教室・講演会などを開催してい

ます。 

また、本市では、各種スポーツ団体、スポーツ少年団活動のほか、多くの人が日常的にス

ポーツ参加に取り組んでおり、市としても、ニーズに応じた環境づくりや生涯スポーツの普

及に努めています。これらの活動は、健康づくりや体力の向上に役立つだけでなく、青少年

の健全育成、世代を超えた人々の親睦や交流を深め、豊かな地域社会を育むものとして、大

きな役割を担っています。県内外からも学生及び社会人等多くの団体が本市でのスポーツ合

宿を実施しており、市民とのスポーツ交流も行われています。 

 

■ この分野における今後の課題 

少子高齢化、国際化、情報化の一層の進展、環境や安全・安心への意識の高まりなど、社

会・経済情勢の急速な変化に伴い、生涯の各期における学習課題がますます多様化、高度化

してきていることから、これに対応し、すべての市民が自発的意志に基づいて学習活動を行

い、その成果が地域社会の発展に生かされることが重要です。 
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近年、健康・体力づくりに対する関心が高まる中、スポーツをみる・ささえるなどスポー

ツにふれあう機会づくりも重要であると考えられます。 

市民のスポーツニーズは増大・多様化の傾向にあり、生涯にわたって、それぞれの体力や

年齢、技術、興味、目的に応じて、誰でも、どこでも、いつまでもスポーツに親しむことがで

きる環境づくりが一層求められています。 

また、少子高齢化の中、減少傾向である体育協会加盟者、スポーツ少年団員の維持を図る

ため幼少期からのスポーツにふれあえる環境づくりや指導者の確保等、スポーツの普及、団

体の維持に係る支援の取組が必要です。 

 

■ 主要な施策 

 

施 策 内   容 

（１）社会教育関連施設

の充実 

社会教育活動の拠点となる文化会館、公民館などの施設の

充実とともに、利用者ニーズに応じた運用の検討、また、他

の市有施設の有効活用に努めます。 

また、社会教育施設は、老朽化対策が必要となってきてお

り、施設の効率的な使い方や、廃止等についても検討してい

きます。 

（２）図書館の充実 乳幼児から高齢者まで幅広い年齢の様々な社会教育活動を

支援するため、利用者のニーズや社会情勢に沿った計画的な

蔵書整備と利用しやすい図書館づくりを行うとともに、学校

教育支援（子育て支援含む）などの新しいサービスの提供を

推進します。 

（３）特色ある生涯学習

プログラムの整備

と提供 

一人ひとりの学習ニーズの的確な把握に努めるとともに、

地域や公共の課題など、公でなければ提供することが難しい

生涯学習プログラムの作成に努めます。また、市の観光資源

等を活かした串間ならではの生涯学習講座の確立や、県や各

種社会教育団体との連携により、多様なプログラムの創出を

図ります。 

また、広報紙や市公式サイトをはじめ多様な情報提供の充

実を図ります。 

（４）指導者の育成と団

体間の交流活動 

「生涯学習専門指導員」など様々な分野における指導者の

育成・確保に努めるとともに、各種の社会教育団体、自主サ

ークル同士の交流を促進し、より高いレベルの新たな学びの

機会の創出に努めます。 
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施 策 内   容 

（５）学習成果の活用 市民の学習活動を支援し、学習の成果をまちづくり・人づ

くりに生かす生涯学習社会の実現のために、「生涯学習成果作

品展」や「美術展」など学習の成果を活用する場の確保に努

めます。 

（6）スポーツ施設の整備

充実・有効活用 

総合体育館、総合運動公園などの各種スポーツ施設につい

て、利用ニーズに即した整備・充実を計画的に進めていくと

ともに、指定管理者制度により、民間的ノウハウを活用する

ことで、より柔軟な施設管理運営を行い、利用者の利便性の

向上と施設の有効活用にも努めます。 

（7）多様なスポーツ活動

の普及促進 

スポーツの必要性や重要性に関する広報・啓発活動を推進

するとともに、様々なスポーツ情報の収集・提供を図り、市

民のスポーツへの関心や健康管理意識を高めていきます。 

また、スポーツと健康づくりの連携・一体化の視点に立

ち、串間市スポーツ推進委員協議会や各種スポーツ団体、健

康づくり団体等と連携し、誰もが気軽に楽しめるニュースポ

ーツの普及等を図ります。 

（8）スポーツ団体、指導

者の育成 

体育協会をはじめ各種スポーツ団体・クラブの育成・支援

に努めるとともに、指導者の育成・確保を進め、市民の自主

的なスポーツ活動の一層の活発化を促します。 

また、体育協会加盟員数が減少しているため、協会加盟し

ていない既存団体への働きかけや、スポーツ教室などの開催

により競技人口の拡大を図ります。 

（9）競技スポーツとの交

流 

各種プロ・アマの競技スポーツの合宿等の誘致や大会誘致

を推進し、市民スポーツの振興と交流人口の拡大に努めま

す。 
 

■ 成果指標 

 

指標の名称 単位 
令和元年度 

（実績） 

令和７年度 

（中間目標） 

令和 12 年度 

（目標） 
備考 

自主サークルの数 団体 43 43 43  

 

■ 個別計画 

 

個
別
計
画 

・串間市教育大綱 

・串間市過疎地域自立促進計画 

・串間市公共施設等総合管理計画 
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■ 参画と協働の指針 

 

 

  

市
民 

・自ら学習テーマを見つけ、自主的に学習活動を行うとともに、学習成果を地域づくり

に活かすよう努めます。 

・地域の学習活動に参画することにより、自らの学びを地域住民と共有し、子どもと大

人の協働による学びを実現します。 

・自分にあったスポーツを見つけ、継続して行うことで健康増進を図ります。 

・スポーツを通じた市民相互の交流により、地域の活性化につなげます。 

地
域
・
団
体
・
事
業
者 

・市が主催する講座や事業等において協賛や支援をします。 

・市が主催するスポーツイベント、事業等において協賛や支援します。 
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施策 3-3 青少年の健全育成 

 

■ ＳＤＧｓとの連携 

連携する
SDGs 

    

目標 3
（保健） 

目標 4
（教育） 

目標 16
（平和） 

目標 17
（実施手

段） 
 

■ 施策の目的 

青少年の健全育成を図るため、関係機関・団体と、家庭、学校、地域などが一体となって取

り組む体制を確立し、青少年の体験活動や国際交流事業など、青少年団体の育成・支援を推

進します。 

また、みんなで青少年を守り育てる社会環境の整備を図ります。 
 

■ この分野の現状と本市の取組 

急激な社会構造の変化に対応できる社会教育のあり方が問われています。 

また、こうした社会・経済情勢の急速な変化に伴い、青少年を取り巻く環境は大きく変化

し、家庭や地域社会の教育機能の低下や学校教育への依存傾向が全国的にみられ、いじめ、

不登校、無気力などが生じているとともに、体験活動の場の不足、異年齢の集団における活

動の不足などが指摘されています。 

一方では、青少年が犯罪被害に遭ったり加害者になったりする事件の中でも、とりわけイ

ンターネットの利用に関連するものが増加しており、青少年を取り巻く環境が多様化、複雑

化していると考えられます。 

本市では、地域に密着した社会教育活動を展開してきました。また、地域の教育力を結集

し、週末や長期休業期間における様々な体験活動や地域住民との交流活動を支援するととも

に、非行防止活動、環境浄化活動、街頭指導活動など、青少年の健全育成を積極的に推進し

てきました。 

 

■ この分野における今後の課題 

人口減少や高齢化により、青少年健全育成活動に参加する人の固定化や減少が見られます。

今後より一層、地域住民や各種社会教育団体との連携を強化し、青少年が安心して生活して

いける環境を作り出すことが必要です。 

また、昨今増加している、青少年のインターネット関連のトラブルに対応するため、保護

者及び青少年へインターネットの正しい使い方を学ぶ機会を提供していく必要があります。 
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■ 主要な施策 

 

施 策 内   容 

（１）青少年の活動促進 各種青少年団体・グループ活動への支援を充実するととも

に、活動への参加を促進します。 

また、週末における体験活動、ボランティア活動、世代間

交流、地域間交流など、青少年が様々な体験ができる機会の

提供に努めます。 

（２）青少年のまちづく

りへの参画促進 

市の各種まちづくり活動などへの参画や、イベント、ボラ

ンティア活動、伝統芸能の継承活動などへの自主・自発的な

参加を促進します。 

（３）育成環境の整備 青少年団体、関係機関などとの連携により、有害図書・広

告の排除、街頭指導などを行うとともに、保護者や子どもに

インターネットやスマートフォンの正しい使い方を教え、地

域ぐるみの社会環境の浄化をより一層進めるよう努めます。 

 

■ 成果指標 

 

指標の名称 単位 
令和元年度 

（実績） 

令和７年度 

（中間目標） 

令和 12 年度 

（目標） 
備考 

刑法犯少年数の減少 件 7 5 3  

 

■ 個別計画 

 

個
別
計
画 

・串間市教育大綱 

・串間市過疎地域自立促進計画 
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■ 参画と協働の指針 

 

  

市
民 

・地域の子どもを見守り、育てていきます。 

・大人は、子どもの手本となるようなモラルある行動をとります。 

地
域
・
団
体
・
事
業
者 

・地域の子どもを見守り、育てていきます。 
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施策 3-4 地域文化の継承・創造 

 

■ ＳＤＧｓとの連携 

連携する
SDGs 

  

目標 4
（教育） 

目標 11
（持続可
能な都
市） 

 

■ 施策の目的 

市民主体の文化・芸術活動を支援するとともに、地域特有の民俗文化の伝承に努めます。 
 

■ この分野の現状と本市の取組 

人々の価値観がますます多様化する中で、人生に愉しみとうるおいをもたらすものとして、

文化活動は非常に重要です。 

本市は早い時期に人が定住した地域であり、古墳をはじめ貴重な歴史遺産を多数有するま

ちです。これらの歴史や文化は本市の特性の中でもとりわけ誇るべきものであり、未来へ継

承する遺産であるとともに、地域活性化につなげる交流資源としても活用していくことが必

要です。 

また、文化財は、市民の郷土に対する理解と関心を高めるとともに、本市の歴史や文化、

風土を内外に発信する上で大きな役割を担っていることから、有形・無形の貴重な文化財の

調査等を進めています。 

市内には、民俗芸能継承団体として、「太平棒おどり」、「古大内鎌おどり」などがあり、特

色ある行事としては、都井及び市木の柱松などがあり、市の魅力をアピールしています。 

また、国指定重要文化財の旧吉松家住宅は串間に住むことの誇りを醸成する背景ともなっ

ています。 
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■ この分野における今後の課題 

芸術・文化は、地域の個性や独自性を生み出すものであり、人材の育成や地域活性化と密

接な結びつきがあることから、今後とも、各種芸術・文化団体の自主的な芸術・文化活動を

一層促進していくとともに、芸術・文化の鑑賞機会や発表機会の充実等に努め、文化の香り

高いまちづくりを進めていく必要があります。 

さらに、文化財の適切な調査や保存、旧吉松家住宅や都井岬など文化財を活かしたイベン

トや交流活動の推進と効果的な情報発信等に努め、より多くの人々が本市の歴史や文化に親

しめる場や機会を増やしていく必要があります。 

 

■ 主要な施策 

 

施 策 内   容 

（１）芸術・文化団体、

指導者の育成 

文化会館を拠点にして、各種芸術・文化団体の育成・支援

に努めるとともに、指導者やボランティアの育成・確保を図

り、市民の自主的な芸術・文化活動の一層の活発化を促しま

す。 

（２）文化イベント等の

充実 

地域の特色を活かした文化祭、講演会や美術展の開催など

魅力ある文化行事の企画・開催を市民との協働の基に進め、

既存施設を活用した多様な芸術・文化を鑑賞する機会と活動

成果を発表する機会の充実に努めます。 

文化講演や美術展の継続により、文化の披露や鑑賞の機会

を維持すると同時に、参加募集の地域拡大による文化交流の

促進や文化活動の支援等を行うことで、芸術・文化人口の増

を図り、地域活性化につなげます。 

 指定文化財の適正な保護に努めるとともに、その他の文化

財や埋蔵文化財についても調査を推進します。 

また、民俗芸能などの無形文化財についても、保存団体の

育成・支援、後継者の確保を図り、積極的にその保存・伝承

に努めます。 
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施 策 内   容 

（４）文化財の活用 文化財の活用については、地域文化への理解を深めるた

め、啓発活動や講座、展示などを通じて文化財に対する市民

への意識の向上を図ります。 

また、旧吉松家住宅など文化財を通じた情報発信と交流活

動を推進するとともに、文化財の効果的な活用を図ります。 

エコツーリズムに基づく文化財の観光ガイドや保護活動の

体験メニュー化、歴史資料を活用した企画展示等により、文

化財を身近に感じ、保存伝承の歴史に参画できる機会づくり

に努めます。 

 

■ 成果指標 

 

指標の名称 単位 
令和元年度 

（実績） 

令和７年度 

（中間目標） 

令和 12 年度 

（目標） 
備考 

旧吉松家住宅入館者数 人 12,112 12,500 13,000  

 

■ 個別計画 

 

個
別
計
画 

・串間市教育大綱 

・串間市過疎地域自立促進計画 

 

■ 参画と協働の指針 

 

 

  

市
民 

・文化財、伝統芸能や伝統行事に関心を持ち、地域の行事に積極的に参加するよう努め

ます。 

地
域
・
団
体
・
事
業
者 

・地域に伝わる伝統芸能や伝統行事を継承します。 

・文化財、伝統芸能や伝統行事に関心を持ち、地域の行事に積極的に参加するよう努め

ます。 
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基本目標４ つくり そだてる 交流と魅力あふれるまち くしま  

～産業振興分野 
 

施策 4-1 農林水産業の振興 

 
 

■ ＳＤＧｓとの連携 

連携する
SDGs 

        

目標 2
（飢餓） 

目標 8
（経済成
長と雇
用） 

目標 9
（インフ
ラ、産業
化、イノ
ベーショ

ン） 

目標 11
（持続可
能な都
市） 

目標 12
（持続可
能な生産
と消費） 

目標 14
（海洋資

源） 

目標 15
（陸上資

源） 

目標 17
（実施手

段） 

 

■ 施策の目的 

計画的な農業基盤の整備、農地の利用集積による農地の利用を行うとともに、多様な担い

手の育成とスマート農業の推進によって農産物の需給動向に即した生産性の高い農業を目指

します。 

森林が持つ水源涵養、山地災害の防止機能などの多面的機能を保ちつつ、計画的な森林整

備を図るとともに、木材の利用促進に取り組みます。 

水産業については、資源回復と経営力の強化による持続可能な水産業の構築を目指します。 

農林水産物や森林にふれることを通じて、農林水産業へ親しむことができるよう努めます。 
 

■ この分野の現状と本市の取組 

農林水産業においては、人口減少による国内市場の縮小、消費者ニーズの多様化、TPP11

や日 EU・EPA、日米貿易協定等の進展による新たな国際環境、地球温暖化の進行により頻発

する大規模自然災害や新たな感染症など、国内外の環境が大きく変化してきております。 

このような状況の中、農業・農村を取り巻く環境は、農業就業者数の減少、集落の機能低

下、耕作放棄地の増大、さらには国内外環境の変化による先行き不安など依然として厳しい

状況にあります。本市では、温暖な気候を生かし、全国でも有数の産地となっている超早場

米や食用かんしょをはじめ、施設野菜、施設果樹、特用作物、露地野菜、花など多彩な農産物

が生産されています。この間、担い手の育成や耕作放棄地の解消に向けた農地の集約化、施

設園芸ハウスの新設や強靱化の支援、収量・品質の改善を図るための ICT・IoT 技術（環境制

御装置・農業用ドローン等）の導入によるスマート農業の推進。更には農家所得の向上に向

けた６次産業化の推進等を図りながら、産地の維持向上に努めてきました。しかし近年、サ

ツマイモ基腐病や新たな感染症の影響などにより農家経営と産地維持が危ぶまれる状況であ
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るため、関係機関団体と連携し対応を図っています。 

畜産業については、高齢化に伴う離農などにより、飼養農家戸数は年々減少傾向にありま

すが、肉用牛については、意欲ある担い手への国・県等の制度事業による ICT 技術を含む畜

舎等整備の支援を行うことで規模拡大等が図られ、繁殖雌牛頭数は増加傾向にあり、本市の

基幹的部門に成長してきています。 

林業を取り巻く環境については、木材価格の低迷や高齢化による林業事業者及び従事者が

減少していることから、林業後継者の育成や林業従事者の定着のために森林環境譲与税を活

用した助成、再造林対策として市独自の補助事業に取り組んできました。 

そして、農林業被害の軽減のため、有害鳥獣対策等への補助事業に取り組んできました。 

水産業を取り巻く環境は水産資源の減少と魚価の低迷、漁業就業者の高齢化など厳しさを

増しています。本市の水産業は、沿岸漁業と養殖漁業が主体であり、これまで稚魚放流によ

る栽培漁業や地先資源の増殖のための漁礁設置、養殖生簀係留施設の整備等を推進し、生産

の安定、漁場改善に取り組んできました。 
 

■ この分野における今後の課題 

農業を取り巻く環境は依然として厳しく、農家戸数の減少や就業者の高齢化、担い手の減

少、これに伴う耕作放棄地の増加等の問題が深刻化しています。 

このような状況から、競争力のある力強い農業の確立に向け、産地とマーケットをつなぐ

流通構造の変革を踏まえた生産体制の一層の推進とともに、本市の立地条件や経営条件に適

合した水田農業の実現、畜産生産基盤の強化等による体質強化を図る必要があります。 

また、担い手対策として農業後継者や新規就農者をはじめ、家族経営、農業法人、集落営

農組織など、雇用者の確保を含めた「多様な担い手」の育成・確保と、農地や施設整備等の農

業生産基盤の一層の強化・充実に向けた施策を展開する必要があるため、スマート農業等の

新たな取組の加速化や担い手への農地の集約を進め、安定した生産・出荷体制の構築や産地

加工等による付加価値の向上、６次産業化やフードビジネスの推進の充実も含め、消費・流

通ニーズに応じた品目の転換などを展開する必要があります。 

さらに、環境に配慮した持続可能な農業の実践や効果的な有害鳥獣対策、気候変動による

自然災害や新たな病害等への対応、家畜伝染病等にも強い農業を確立するとともに、TPP11

等の新たな国際環境への対応強化も含めた産地づくりを目指す必要があります。 

林業では、木材価格や木材需要の低迷や従事者の高齢化などに伴い、生産活動が停滞し、

林業を取り巻く情勢は未だ厳しい状況であり、森林機能の総体的な低下が懸念されています。

このような状況から、今後は、森林経営計画により森林が将来にわたって適正に管理され、

木材生産機能と森林の持つ多面的機能が持続的に発揮されるよう、森林内の路網整備や間伐

を推進し、植栽未済地の解消に取組、合理的・計画的な森林施業の促進に努めるとともに、

森林の保全及び育成、木材の木質バイオマス発電へのエネルギー活用、森林空間の総合的利

用に努める必要があります。 

また、森林経営管理法の下、未施業森林の解消に努めるとともに、森林環境譲与税を活用

して、林業従事者後継者の育成、就労環境の改善への取組が求められます。 
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水産業は、漁業就業者の減少や高齢化、担い手不足が深刻化しておりますが、水産物を安

定的に供給することと同時に漁村地域の維持発展が期待され、その期待される役割を十全に

果たすためには、何よりも水産業の生産性の向上によって、漁業者の所得の増大を図る必要

があります。そのためには、魚価の低迷による経営難が深刻化しており、魚価の向上が大き

な課題となっていますが、各地域の実情に即した形で、自ら足りない部分を明確にし、それ

を克服して所得向上や競争力向上を目指す具体的な行動計画である「浜プラン」及び「浜の

活力再生広域プラン」を実践し、漁業者の所得の向上や新規漁業就業者の確保等に取組むと

ともに、養殖業においては、世界的に水産物の需要が高まっており、年々輸出量が伸びてき

ている状況にあるので、積極的な輸出拡大を目指す取組を推進する必要があります。 

また、水産資源とそれを育む漁場環境の適切な保全・管理を行う事によって、初めて持続

的に営むことが可能であることを再認識し、より発展した段階に踏み出していく必要があり

ます。そのためには、限りある水産資源を守り育てる資源管理型漁業を積極的に進め、漁場

環境整備などとともに、海水温の上昇など地球温暖化等も考慮した栽培漁業の推進に努め、

「つくり、育て管理する」水産業に取り組む必要があります。 

 
 

■ 主要な施策 

 

施 策 内   容 

（１）農業生産基盤の充

実とスマート農業

の推進 

担い手が減少し、気候変動が進む中、地域の農業・農村を

守りながら稼げる農業を実現するために、農地の集約化やス

マート農業等による生産性向上、防災・減災に向けた生産環

境整備や分業体制を構築する事により、効率的で災害に強い

持続的な生産体制の構築に努めます。また、農用地利用改善

団体の機能強化、鳥獣害対策の一体的な実施等により耕作放

棄地の解消を図り、優良農地の確保・保全に努めるととも

に、生産者並びに関係機関との連携のもと、農地・農道等の

大区画化により農業生産基盤の一層の充実に努めます。 

（２）多様な担い手の育

成・確保 

「人・農地プラン」を核とした地域の話し合いを推進し、

経営ビジョンを持ち、経営安定・向上のために新たな取組み

に挑戦する気概を持った担い手の育成確保に努めます。ま

た、新規就農者、集落営農組織、法人などの「多様な担い

手」の参入が円滑に行えるよう、技術指導から経営安定・定

着まで経営計画を実現できるよう関係機関と一体となり支援

に努めます。 

農業の生産性を高めるため、農地中間管理事業やほ場整備

事業等の取組を強化し、認定農業者や集落営農組織、農業法

人など中心経営体への農地の集積を促進します。 
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施 策 内   容 

引き続き「集落営農」を今後の水田農業を支える重要な担

い手として位置づけ、担い手リストに基づく集落分析や人・

農地・作物等の情報を集約した地図システム等を有効に活用

し、それぞれの話し合い母体において組織化に向けた合意形

成を進めるとともに、既存の集落営農組織については、より

効率的で安定的な農業経営の確立に向け、集落営農法人等へ

の誘導を図ります。 

（３）環境に配慮した持

続可能な農業の促

進 

持続的で安全・安心な農業・農村づくりの実現に向け、

GAP 認証取得への支援や耕畜連携の更なる推進等、地域資源

を最大限に活用した資源循環体制の確立に努めます。 

また、引き続き廃プラスチック類など農業関連廃棄物の適

正処理・リサイクルなど、環境にやさしい農業の促進に努め

ていきます。 

（４）農産物の振興 気候変動による自然災害や新たな病害等の発生にも対応で

きる新たな産地形成に向け、以下の取組を行いながら持続性

の高い農業の振興と産地づくりに努めます。 

①超早場米と高収益作物（施設ピーマン・きゅうり・マンゴ

ー・かんしょ・ごぼう等）を組み合わせた生産性の高い水

田営農の推進 

②食用かんしょ等を核とした輪作体系による畑作営農の推進 

③果樹・特用作物等の豊富な地域資源を活かした魅力ある産

地づくり 

（５）畜産の振興 畜産については、経営の体質強化を図りながら飼養規模の

拡大を推進するとともに、ICT 技術等を活用した飼養管理技

術の改善による生産基盤の拡充と経営の安定化を図ります。

また、畜産経営の高度化を志向する意欲の高い後継者の育成

を図ります。 

畜産経営における環境保全に努めるため、家畜排せつ物の

適正管理及び良質たい肥を利用した飼料生産などによる循環

型農業の確立など、自給粗飼料確保対策を含めた総合的な畜

産振興を図ります。 

（６）危機事象（自然災

害・家畜伝染病・

新たな病害、新型

コロナウイルス感

染症等）への対応

と、継続性のある

農業の推進 

地球温暖化による局地的豪雨・防災等による災害が全国各

地で発生する中、ハウス施設等の強靱化対策に取り組みま

す。 

家畜伝染病については、これまで以上の防疫体制の強化を

図るとともに、サツマイモ基腐病を始めとした新たな病害等

に対しても、国や県と連携し迅速な対応に努めます。 

さらに、これらの危機事象の影響による経営継続への支援
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施 策 内   容 

や収入保険制度等の経営を安定させる制度への加入促進を進

めます。 

（７）林業生産基盤の整

備と計画的な森林

施業の促進 

森林施業の効率化、森林の持つ多面的機能の高度発揮に向

け、関係機関との連携のもと、作業道等の整備を進めます。 

また、森林所有者の意識の高揚、合意形成を図りながら、森

林組合を中心とした森林施業の集約化や受委託を促進し、共

通の認識と目標の基に合理的な森林整備が行える体制を確立

し、計画的な森林施業を推進します。 

（８）林業従事者の確保 林業の振興と林業経営の安定を図るため、事業振興資金の

貸付などにより、地域林業の中核的担い手である森林組合の

強化に努めるとともに、林業従事者の確保・育成に努めま

す。 

（９）森林の保全・育成

と総合的利用 

森林の持つ多面的機能の持続的発揮に向け、また、森林と

水資源の保全との関連を考慮した森づくりの視点に立ち、森

林所有者の森林経営計画作成や保安林指定などを視野に入れ

た市民参画による森林の保全・育成を模索します。 

（10）漁業基盤の整備と

水産資源の確保 

漁港施設においては、漁船の保全を目的としたものだけで

はなく、背後の集落を津波等の自然災害より守る施設とし

て、整備を進めるとともに、魚礁の設置等により漁場の整備

に努めます。 

また、水産資源を維持し、持続可能な漁業生産を図ってい

くために、稚魚の放流、藻場造成活動支援、栽培漁業などの

推進に努め、「つくり、育て管理する」漁業の確立を目指しま

す。 

養殖漁業につきましては、世界的に「和食」に対する関心

が高まる中、食文化と一体となった水産物について輸出を大

きく伸ばせる好機にあるため、輸出に伴う養殖生簀の規模拡

大等の取組を推進します。 

（11）水産物のブランド

化、流通対策の推

進 

養殖イワガキも含め、より多くの魚種の地域ブランド化を

推進するとともに、新鮮で安全な水産物を安定的に供給する

ための体制づくりを図ります。 

また、養殖や漁船漁業で漁獲される魚介類の PR、市場流通

以外のネット等を利用した販売を進めます。 

（12）浜プランの着実な

実施による新規就

業者と後継者の確

保・育成と経営体

「浜プラン」や「浜の活力再生広域プラン」の PDCA サイ

クルの実践を推進し、漁業就業者を確保するため、国の支援

事業など、各種漁業振興施策の展開により漁業者の経営安定

を図り、後継者づくりと人材の育成に努めます。 
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施 策 内   容 

制の整備 また、魚価の低迷による経営難が続いているため、魚価の

向上のための販売戦略を構築する取組を推進します。 

（13）流通・販売体制の

充実 

今後、既存の流通ルートの一層の充実（東九州自動車道の

整備）や県内選果場等の集約化が進む事が予想され、ICT 技

術等を活用したモノと情報が繋がる効率的な物流の実現に向

けた支援に努めます。また、「道の駅くしま」等を活用した地

産地消や食育の推進、６次産業化の定着に向けた PR 活動や

イベントの活用など、多面的な取組を促進し、市内外におけ

る消費拡大の推進に努めます。 

（14）都市と農山漁村と

の交流の促進 

引き続き串間エコツーリズム推進協議会や民泊事業者を中

心に、PR による市民の理解と市外からの交流人口を増やすよ

うに努めます。 

 

■ 成果指標 

 

指標の名称 単位 
令和元年度 

（実績） 

令和７年度 

（中間目標） 

令和 12 年度 

（目標） 
備考 

農業生産額 百万円 9,090 10,000 10,000  

担い手の育成 人 405 385 353  

担い手等への農地集積
率 

％ 35 50 65  

新品目生産拡大 ㏊ 0 13 17  

繁殖雌牛飼養頭数 頭 4,084 4,500 4,500  

森林経営計画認定率 ％ 46.32 52.15 57.99  

再造林面積 ha 125 160 160  

漁業生産量（養殖） トン 8,596 10,000 12,000  

漁業生産量（養殖以外） トン 1,235 1,300 1,400  

 

■ 個別計画 

 

個
別
計
画 

・串間市農業振興基本計画・串間市農業振興地域整備計画 

・串間市過疎地域自立促進計画 

・串間市産業振興計画 

・串間市山村振興計画 

・串間市養殖振興プロジェクト 

・【国】水産基本計画 

・【県】資源管理指針 
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■ 参画と協働の指針 

 

 
  

市
民 

・農地の持つ役割を意識し、農業生産について理解します。 

・地域ブランドとして贈答品としての利用や、各種関連イベントでの積極的な活用を

図ります。 

地
域
・
団
体
・
事
業
者 

・健全な農地を保全し、生産活動を持続していきます。 

・山林所有者は、山林の維持管理を行い、木材の利活用に努めます。 

・海域の保全に努めます。 
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施策 4-2 商工業・地場産業等の振興 

 

■ ＳＤＧｓとの連携 

連携する
SDGs 

   

目標 8
（経済成
長と雇
用） 

目標 9
（インフ
ラ、産業
化、イノ
ベーショ

ン） 

目標 12
（持続可
能な生産
と消費） 

 

■ 施策の目的 

商工会議所と連携し、道の駅の活用とともに魅力ある商業環境づくりを進め、商業の活性

化を図ります。 

地域経済の活性化と雇用の場の確保に向け、企業誘致を進めるとともに、既存企業の体質

強化を促進します。 
 

■ この分野の現状と本市の取組 

商業は、豊かな消費生活の提供はもとより、交流やにぎわいを生み出すものとして、地域

活性化にとって重要な位置づけにあります。 

本市では、商工会議所との連携を図り、各種イベント等の支援を行いながら、少しずつな

がら、魅力的な商店街づくりが進められています。 

中でも、道の駅くしまに隣接する仲町商店街には、道の駅くしまオープンを契機として、

新規事業者の進出を促進するとともに、既存事業者に対しても新商品の開発や、外観改装の

支援を行い、統一した景観への移行を促しつつ、道の駅への集客を仲町商店街へ波及させる

ための魅力ある商店街づくりの支援を行い、魅力的な商店街づくりの機運が高まっています。 

また、各商店やサービス業に対する経営支援として、中小企業相談所による経営指導や労

務改善等を進めてきています。 

工業は、地域において、経済面での貢献はもとより、若年層の定住促進など、重要な役割

を担っています。 

本市では、既存企業の育成については、定期的な企業訪問を行い、意見交換や情報収集に

努めながら企業のサポートを行ってきました。 

企業誘致については、在京串間会や近畿串間会等との連携による企業情報の収集並びに県

外企業の訪問等を行ってきました。これらの取組の結果、誘致企業等の維持が図られました。

加えて、地域的に求職者数が多い事務職に特化した、IT 関連企業を中心に誘致活動を進めた

ところ、本市では初となるＩＴ関連企業（コールセンター施設）の誘致が実現し、雇用の場

の確保につなげることができました。 
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地場産業の振興については、異業種交流や新商品の開発に取り組むとともに、物産展での

出展やインターネット販売により、地場産品のＰＲや販路開拓に取り組んできました。 
 

■ この分野における今後の課題 

「道の駅くしま」の設置により、地域住民や道路利用者をはじめとする来訪者の立ち寄り

と交流の空間が中心市街地に生まれ、「ヒト・モノ・カネ」が集まる仕組みが形成されます。 

これらを周辺商店街や各地域商店等に循環させるため、官民一体となった情報発信力の向

上と循環させるための仕組みづくりを進めていく必要があります。 

本市の商業・サービス業は、これまで経済活動の全般にわたって重要な役割を果たし、消

費生活の安定・安全など市民生活の向上に寄与してきましたが、インターネットの普及及び、

消費者ニーズの多様化、高度化等を背景に購買力の流出もあり、また、コンビニエンススト

アなど利便性の高い店舗や大手量販店の進出などの購買環境や消費者ニーズの変化に加え、

経営者の高齢化や後継者不足などの少子高齢化に起因する商店数の減少が重なり、商業環境

は厳しさを増しています。 

また、県と連携し取組を進めている事業承継についても、事業者への制度等の理解醸成が

得られていない状況にあります。 

このため、商工会議所との連携のもと商店個々の経営の近代化、サービスの向上等を促進

していく必要があります。 

さらには、雇用者の確保も課題であり、新たな企業を誘致する際においても雇用者の安定

確保は重要となっています。 

今後も、ねばり強く企業誘致を働きかけるとともに、商工会議所等との連携のもと、既存

企業の体質強化、近代化に向けた支援はもとより、新たな特産品づくりや新産業の創出等に

向けた取組を進めていく必要があります。 

特産品開発については、（一社）串間市観光物産協会と各関係機関が連携（農商工連携）し

たシステムづくりが必要です。 
 

■ 主要な施策 

 

施 策 内   容 

（１）魅力的な商業・サ

ービス業の促進 

時代の流れや消費者ニーズに的確に対応したサービスを行

う個店づくりを進めるとともに、新規開業者や既存事業者へ

の支援を行い、地元商店ならではの地域密着型の商業・サー

ビス業を展開します。 

また、厳しさを増す経営環境に対応するため、各種融資制

度の周知と活用により既存企業の体質強化を促進するととも

に、新産業や新ビジネスの創出と起業化等に努め、独自性の

ある新たな特産品の開発を促進します。 

さらに、県や商工会議所等と連携して企業誘致に努めま

す。 
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施 策 内   容 

（２）商業拠点の活用 重点道の駅に選定された機能の整備を進め、道の駅周辺空

き地を含めた区域の利活用など、今後の市街地整備の具体的

施策の調査研究に努め、国道歩道整備等の都市基盤整備の実

現と中心市街地の再開発の拡充を図ります。 

また、民間活力を活かしたイベントの開催、空き店舗を使

った新規開業者への支援を行いながら、景観計画に基づく魅

力ある商店街づくりを進めます。 

（３）指導支援体制の強

化 

宮崎県産業振興機構、中小企業相談所、商工会議所等との

連携を図りながら、各種研修会や相談会の開催・案内を行う

とともに、優良情報の提供、経営指導等を強化し、経営の安

定化や人材育成に努めます。 

また、適正な経営管理のための専門家派遣等を促進し、経

営体質及び経営基盤を強化します。 

（４）農林水産業や観光

との連携の強化 

農林水産業や観光とも連携し、事業の強化・充実を図ると

ともに、新たな特産品の開発・販売、観光客を対象とした新

たなサービスの掘り起こしなど、市内の商業・サービス業の

振興に取り組みます。 

（５）既存企業の体質強

化の促進 

県や商工会議所等との連携を図りながら、各種研修会や相

談会を開催・案内するとともに、優良情報の提供を行いなが

ら、経営の安定化や人材育成、事業の拡大等を促進します。 

また、厳しさを増す経営環境に対応するため、各種融資制

度の周知と活用により、経営体質及び経営基盤の強化を促進

します。 

さらに、市内外の企業との連携による技術革新や新分野へ

の進出、展示商談会等への積極的な参加による取引先の確保

に努めます。 

今後も、起業希望者のみならず、既存企業の事業拡大や販

路拡大等に対する支援を実施し、企業の体質強化につなげま

す。 

（６）企業誘致の推進 企業誘致を推進するため、工業団地や工業用地、優遇措置

等の情報を全国発信するとともに、（一財）日本立地センター

や県などの関係機関との連携、各串間会などとのネットワー

クを構築しながら、企業情報の収集に努め、新たな企業や第

１次産業と関連した企業の誘致を図ります。 

また、既存企業の事業拡大等への支援を行うことで、新た

な雇用の場の創出に努めます。 
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施 策 内   容 

（７）特産品開発、新産

業創出等への支援 

（一社）串間市観光物産協会を中心に関係機関と連携を図

り、異業種交流による情報交換、技術交流、共同研究・新商

品開発等を行い、新産業や新ビジネスの創出と起業化に努め

るとともに、第１次産業との連携による農林水産加工技術の

高度化や、「農商工連携」による地域内における原材料の供給

体制の確立を目指し、独自性のある新たな特産品の開発を促

進します。 

 

■ 成果指標 

 

指標の名称 単位 
令和元年度 

（実績） 

令和７年度 

（中間目標） 

令和 12 年度 

（目標） 
備考 

製造品出荷額 百万円 3,869 4,000 4,200  

中心市街地来訪者数 人 36,827 300,752 338,356  

 

■ 個別計画 

 

個
別
計
画 

・串間市中心市街地まちづくり実施計画 

・串間市景観計画 

・串間市過疎地域自立促進計画 

・串間市産業振興計画 

・串間市山村振興計画 
 

■ 参画と協働の指針 

 

 
  

市
民 

・商品を地元で購入するよう努めます。 

・働く場が増えることで、市内で安心して暮らします。 

地
域
・
団
体
・
事
業
者 

・自らの創意工夫により経営基盤を強化し、良質な商品やサービスの安定した供給を行

うとともに、市民の良好な生活環境に配慮した事業展開を行います。 

・起業にチャレンジします。 

・空き店舖等の既存施設を積極的に活用し、市内事業者と連携して事業を展開します。 

・産学連携や企業間連携による新産業の創出や新たな取組を展開します。 
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施策 4-3 観光・交流活動の振興 

 

■ ＳＤＧｓとの連携 

連携する
SDGs 

     

目標 8
（経済成
長と雇
用） 

目標 9
（インフ
ラ、産業
化、イノ
ベーショ

ン） 

目標 11
（持続可
能な都
市） 

目標 14
（海洋資

源） 

目標 15
（陸上資

源） 

 

■ 施策の目的 

交流人口や関係人口の増加と地域活性化に向け、多様化、高度化する観光・レクリエーシ

ョンニーズに即した多面的な取組を道の駅を核として一体的に推進し、観光・交流機能の拡

充に努めます。 
 

■ この分野の現状と本市の取組 

近年の観光ニーズは、自然体験型や「ゆとり」・「癒し」を求めるなどますます多様化、高度

化する傾向が続いており、リピーターの増加に向けた魅力ある観光地づくりと、これを通し

た交流活動の促進が求められています。 

本市は、豊かな自然に恵まれているとともに、都井岬をはじめとする貴重な観光資源を多

数有するまちです。これまでも、こうした観光資源を活用した観光振興に取り組んできまし

た。 

また、多様化・高度化する観光ニーズに対応するため、串間市都井岬観光交流館「パカラ

パカ」や串間温泉いこいの里などの観光施設と自然体験型の「串間エコツーリズム」や県が

推進する「サイクルツーリズム」と連携した取組を加速させ、新たな観光ルートの構築を図

りつつ観光物産プロモーション強化に努めています。 

交流活動の振興において、近年、情報化の進展や交通網の発達等を背景に、人、物、情報の

交流が世界的規模で行われ、あらゆる分野で国際化が急速に進んでおり、国際理解、多文化

共生社会の実現が求められています。 

交流活動は、人材育成や新たな発想・気づきの契機となるものであり、その取組が求めら

れます。 

これまで、姉妹都市交流の充実に加え民間団体の支援を行い、官民一体となった地域間交

流事業、異業種交流事業を展開しています。 

移住施策においては、空き家バンク制度による登録件数の充実や移住相談会への参加、市

民活動団体である新くしま人応援隊との移住体験ツアーを実施し移住促進を図ってきました。 
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■ この分野における今後の課題 

本市の観光は、自然志向・健康志向の強まりや癒しを求めるニーズの増大に対応するため、

都井岬をはじめ、温泉、高松海水浴場、幸島、赤池渓谷、恋ヶ浦のサーフィン、ゴルフ場とい

った既存観光資源の整備・充実・ネットワーク化を図るとともに、豊かな観光資源の特性を

活かした体験プログラムの創出並びにイベントの開催を行い、これらの総合的な情報発信に

より、年間を通して観光客が訪れる特色ある観光地づくりや、スポーツ合宿誘致など交流人

口の増加に向けた主体的な取組を市・（一社）串間市観光物産協会が一体となって推し進めて

いく必要があります。 

同時に、観光産業へ打撃を与える新型コロナウイルス感染症への対応として、コロナ禍の

中で、集客イベント等の開催が困難な状況下においては、観光地での「新しい生活様式」へ

の対応に加え、観光資源の磨き上げ、既存プロモーション素材の更新を図りつつ、これらを

活用したデジタル広告等により、様々な観光需要に適確に対応した取組が必要となっていま

す。 

さらに、観光地のインフラ整備により、安全・安心に楽しめる観光地づくりも求められて

います。 

交流活動の振興における課題として、本市の地域特性や潜在的可能性の気づきなどの重要

性を理解し、異なる分野、異なる国や地域との積極的な交流を主体的に行うことを促進する

とともに、それらが持続的なものになるよう取り組む必要があります。 

また、都会をふるさとだと感じない都市住民、いわゆるふるさと難民が増えています。こ

のコロナ禍により、今まで実施していた対面での相談が困難であるため、SNS を活用した対

面しない相談体制の充実を図る必要があります。都会では地方へ移住する機運の高まりもみ

られ、これをチャンスと捉え、本市をふるさとと思って移住してもらえるように関係人口・

交流人口を増やす取組みを推進していきます。 

  



64 

 

■ 主要な施策 

 

施 策 内   容 

（１）観光・交流資源の

充実・活用・維持

管理 

都井岬をはじめとした観光資源や都井岬観光交流館「パカラ

パカ」などの観光拠点施設を活用した情報発信・商品造成を推

進し、「道の駅」と連動した既存観光イベントの充実や新たな観

光イベントなどのプロモーション強化により特色ある観光地づ

くりを進めます。 

また、（一社）串間市観光物産協会の多様なネットワークを活

かした事業展開により「交流」、「体験」、「学習」をキーワード

に、各観光地をつなぐオリジナルツアー構築やイベント等での

物販を拡大し、自主財源の確保に努めます。 

（２）第１次産業と連携

した体験型観光の

充実 

本市ならではの観光資源を活用したオリジナル体験観光メニ

ューの充実に努め、エコツーリズムなど農林水産業と連携し、

自然・歴史・文化・人々等とふれあう体験メニューを創出し、

着地型の観光地づくりを目指します。 

また、都井岬をはじめとする観光資源を効果的に活用するた

め、魅力的なエコツーリズムメニューを開発し、地域ブランド

の確立も目指します。 

（３）豊かな観光資源を

有する都井岬の再

興 

都井岬は、宮崎県を代表する観光地の一つであり、間近で観

察できる天然記念物の「御崎馬」だけでなく、九州で唯一参観

可能な「都井岬灯台」、迫力満点の「都井岬火まつり」、そし

て、絶景スポットの「御崎神社」や「小松ヶ丘」等、多彩な観

光資源を有しており、これらを最大限生かせる環境整備や様々

な方向性について調査研究していきます。 

（４）PR 活動の推進 パンフレットやポスターの作成、公式サイトの充実、マスメ

ディアの活用等を通じ、本市の観光についての PR 活動を推進

します。 

また、スポーツ＆カルチャーランド串間推進協議会等と連携

し、今後もスポーツ合宿等の誘致を積極的に推進しながら、本

市の合宿地としての魅力を PR します。 

（５）広域観光体制の充

実 

県境を越えた広域観光ルートづくりや広域的な PR 活動の推

進など、地域が一体となった観光振興施策を推進します。 

（６）国際理解・国際感

覚の醸成の推進 

国際理解を深めるために、国際交流活動を支援するととも

に、それぞれの分野において国際情勢への関心が高まる情報の

提供等を行います。 
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施 策 内   容 

（７）地域間交流等多様

な交流の促進 

地域間交流活動を中心に異業種間等の交流を推進するため、

人材育成の観点も含め姉妹都市高鍋町をはじめとした地域間交

流、青年層を中心とした異業種間交流を図ります。 

（８）移住政策の推進 移住・定住 PR の拡充・空き家バンクの登録促進と移住相談

対応などの受け入れ体制の整備を維持しつつ、本市に滞在する

際の補助の創設の創設や SNS 等を活用した相談業務の充実を図

ります。 

また、民間団体で組織する新くしま人応援隊と協働し、移住

体験ツアー等の企画を盛り込んだ事業を展開し、本市の魅力を

発信し、移住につなげられるような活動の展開を図ります。 

 

■ 成果指標 

 

指標の名称 単位 
令和元年度 

（実績） 

令和７年度 

（中間目標） 

令和 12 年度 

（目標） 
備考 

観光入込者数 人 225,526 320,000 320,000  

観光イベント参加者数 人 41,806 42,000 42,000  

空き家バンク新規登録
件数 

件 5 10 10  

移住世帯数 
※移住相談窓口をとお
して移住した世帯 

世帯 7 10 10  

 

■ 個別計画 

 

個
別
計
画 

・串間エコツーリズム推進全体構想 

・串間市過疎地域自立促進計画 

・串間市産業振興計画 

・串間市公共施設等総合管理計画 
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■ 参画と協働の指針 

 

  

市
民 

・市内の観光資源を理解し、広くＰＲすることに努めます。 

・市内の各種観光イベントに積極的に参加するよう努めます。地域の観光資源のよさや

文化についての理解を深めて、魅力の再発見に努めます。 

地
域
・
団
体
・
事
業
者 

・観光に関する多様な需要に応え、良質なサービスを提供することにより、観光客の満足

度の向上に積極的な役割を果たします。 

・ここでしか体験できない着地型観光の展開を図ります。農林畜産業・漁業等と連携し

た、様々な体験型観光の展開を図ります。 

・域内で生産された農林水産物等を活用した料理等を提供し、域内調達率の向上に努め

ます。 
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施策 4-4 雇用・勤労者対策の充実 

 

■ ＳＤＧｓとの連携 

連携する
SDGs 

     

目標 3
（保健） 

目標 5
（ジェン
ダー） 

目標 8
（経済成
長と雇
用） 

目標 10
（不平
等） 

目標 17
（実施手

段） 

 

■ 施策の目的 

行政・企業等・勤労者がそれぞれの役割を担って、ともによりよい労働環境づくりと勤労

者福祉の増進を図ります。 
 

■ この分野の現状と本市の取組 

産業構造の変化や労働力人口の減少、高齢化の進行とともに、近年の原材料価格高騰など

による経営環境・消費動向の悪化など、地方における雇用環境は非常に厳しい状況にありま

す。 

本市においては、既存企業の維持を図るとともに、雇用者の確保のための職場環境の改善

や人材育成を目的とした補助金制度（企業支援プロジェクト事業補助金）を創設するなど就

業者の増を図ってきました。また、県南工業開発地域推進協議会と連携し高校生に対する就

職説明会等を行っています。 

また、ハローワークや県との連携により、求職者に対する就職説明会の開催、求人情報の

提供などを行っています。 
 

■ この分野における今後の課題 

産業が停滞傾向にある中で、定住の促進のためにも市内における雇用機会の充足が課題と

なっています。 

このため、既存事業所の支援や新たな雇用の場の確保など各種産業振興施策を一体的に推

進し、雇用の場の充実に努めます。また、関係機関との連携のもと、地元就職及び UJI ター

ンの促進、女性や高齢者・障がい者などの雇用促進に努めるとともに、労働力（生産年齢人

口）の減少を見据えた多様な労働力の活用や労働形態について調査研究するなど、雇用の安

定、雇用機会の拡充及び労働力の確保を進めていく必要があります。 

さらに、就業者が健康で快適な勤労生活を送ることができるよう、労働環境の充実等を促

進していくとともに、勤労者福祉の充実を図っていくことが必要です。 

また、求職者の多い事務職に対して、求人数の多いサービス職や専門・技術職があること

など、地域の求人・求職のバランスが均衡していない現状であり、求職者のニーズに即した

対応を図っていくことが必要です。  
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■ 主要な施策 

 

施 策 内   容 

（１）雇用機会の確保と

地元就職の促進 

既存事業所への支援や企業誘致など各種産業振興施策の積

極的推進により雇用の場の拡充を目指すほか、ハローワーク

等関係機関や市内事業所等との連携のもと、就職相談や情報

提供、職業斡旋等を進め、若者の地元就職及び UJI ターンを

促進します。 

（２）女性、障がい者、

高齢者の雇用促進 

男女雇用機会均等法の趣旨の普及、事業所への啓発に努

め、女性、障がい者、高齢者の雇用を促進します。 

（３）勤労者福祉の充実 労働条件の改善、働きやすい環境づくりが定住化にもつな

がることから、事業主への啓発等を進め、福利厚生機能の充

実に努めます。 

（４）新規就業の促進・

定着支援と地域を

担う人材育成 

新たな産業の担い手となる新規就業者や農林業・漁業後継

者の確保・育成と地域に貢献する人材の育成に努めます。 

 

■ 成果指標 

 

指標の名称 単位 
令和元年度 

（実績） 

令和７年度 

（中間目標） 

令和 12 年度 

（目標） 
備考 

市内在学高校生の地元
就職率 

％ 30.8 35.0 40.0  

 

■ 個別計画 

 

個
別
計
画 

・串間市障害者活躍推進計画 

・串間市過疎地域自立促進計画 
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■ 参画と協働の指針 

 

 

  

市
民 

・福利厚生と職場環境が充実されることで、市内で安心して暮らします。 

地
域
・
団
体
・
事
業
者 

・福利厚生の充実を図ります。 

・障がい者、高齢者、女性の積極的雇用に努めます。 

・テレワーク等の新しい働き方の導入に努めます。 
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基本目標５ みんながつながり 安心と安全 スマートなまち くしま 

～生活基盤分野 
 

施策 5-1 道路・交通ネットワークの整備 

 

■ ＳＤＧｓとの連携 

連携する
SDGs 

  

目標 10
（不平
等） 

目標 11
（持続可
能な都
市） 

 

■ 施策の目的 

広域的アクセスの向上と市内地域間の連携強化、安全性・利便性の向上に向け、市全体の

交通網と交通需要等を把握し、市内道路網の長期・計画的な整備を行うとともに整備済み道

路の適正な維持管理を行います。 

また、公共交通機能の利便性の向上に向けて取り組みます。 
 

■ この分野の現状と本市の取組 

道路・交通網は、産業活動や日常生活を支えるとともに、人々の交流を促進する重要な基

盤です。 

本市の道路網は、国道 220 号、448 号をはじめ、県道、市道でネットワーク化されており、

これにＪＲ日南線と路線バス、コミュニティバスで交通網が形成されています。 

本市の市道のネットワーク整備については、歩行者の安全性向上を図るとともに地域連携

や地域振興等において重要となる地域間の利便性向上を図るため、制度事業等を活用した整

備に取り組んでいます。 

これら本市の交通ネットワーク機能を最大限に引き出すために必要な広域高速道路網への

アクセスとなる東九州自動車道において、平成 31 年４月に本市区域初となる「奈留 IC（仮

称）～串間 IC（仮称）～夏井 IC（仮称）」が事業化され、全線開通に向け大きく前進したと

ころです。引き続き、整備促進に官民一体となって取り組んでいます。 

利用者の利便性向上に関しては、まちづくりとの一体性の確保や地域全体を見渡した総合

的かつ持続可能な公共交通ネットワークの構築に取り組んでいます。 
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■ この分野における今後の課題 

市道については、通勤・通学での交通利便性の低い地域や、異常気象による災害発生に伴

い道路の通行止め等が発生し、観光産業の面でも影響が出ています。 

また、老朽化する施設（橋梁など）に対し、維持管理コストが集中し、財政状況等を圧迫す

るだけでなく、第三者への被害や地域住民の生活に影響を及ぼす可能性があります。 

東九州自動車道については、本市における広域高速道路ネットワークの柱であり、整備効

果（ストック効果）を発現させるための具体的仕組み作りが必要です。 

これら仕組みづくりには、東九州自動車道を起点とする観光・産業・防災など各分野にお

ける市内循環型道路網の形成を図る必要があります。 

高速交通体系の整備が遅れていることに起因する地域整備の遅れが人口減少の一因ともな

っています。 

今後は、関係機関と連携しながら、東九州自動車道の早期整備、国道・県道の整備を促進

するとともに、市道については、将来の道路の維持・管理費を踏まえ、市道の状況（舗装道

路・橋梁等）を把握した上で道路線形の決定や今後起こりうる南海トラフ巨大地震等の大規

模災害に備えた災害に強い避難経路等ネットワーク機能を踏まえた道路整備を進める必要が

あります。 

また、公共交通については、コミュニティバス路線の延伸やバス停の新設、市民の外出行

動に適した運行ダイヤへの改善、重複運行路線の集約、JR 日南線・一般路線バスの運行維持

を図るとともに、地域の輸送資源を総動員して持続可能な公共交通ネットワークを構築し、

移動ニーズに対応した移動手段の確保・充実を図る必要があります。 
 

■ 主要な施策 

 

施 策 内   容 

（１）国道・県道の整備 東九州自動車道の整備促進について、未事業化区間「南郷

IC（仮称）～奈留 IC（仮称）」の早期事業化、事業化区間の

早期着工に向けた用地取得体制など、国土交通省をはじめ関

係機関、関係団体との連携をさらに強め、官民一体となった

早期完成に向けての取り組みを進めていきます。 

また、事業主体（国）と連携して各種作業が円滑に進めら

れるよう、積極的な情報収集に努め、情報等の共有化を図り

ます。 

国道 448 号の名谷石波間の整備については、関係機関と更

なる連携を図りながら、早期完成へ向け、積極的に要請して

いきます。 

また、国道 220 号の整備、県道の整備についても、国、県

に対して積極的に要請していきます。 
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施 策 内   容 

（２）市道の整備 国道・県道との連携や機能分担、市内地域間の連携強化等

に配慮し、将来の財政的負担を踏まえ、総合的な道路整備方

針により、市道の整備と橋梁の長寿命化を計画的・効率的に

進めます。 

また、地域・住民、関係団体と連携しながら道路の維持管

理に努めます。 

（３）安全で快適な道づ

くりの推進 

道路（橋梁）整備にあたっては、危険箇所の改善、歩行空

間の確保、バリアフリー化、環境・景観に配慮した、安全で

快適な道づくりを進めます。また、橋梁については串間市橋

梁長寿命化修繕計画に基づき改修を図ります。 

（４）公共交通機関の充

実 

市民の日常生活に不可欠な身近な交通手段として、JR 日南

線や路線バスの維持・確保のため、引き続き沿線市等と連携

して利用促進を図るとともに、交通事業者と当該運行路線に

関係する自治体で今後の運行維持方策について協議していき

ます。 

また、串間市地域公共交通網形成計画を推進し、利用者の

利便性向上に努めるとともに、地域の輸送資源を総動員し、

持続可能な公共交通ネットワークの構築を図ります。 

また、コミュニティバスの乗り方教室の開催などを通して

新規利用者の獲得に向けた取組を行います。 

（５）福島港の活用 福島港については、港湾の機能が十分に発揮できるよう所

要の港湾施設の整備を要請するとともに、物流以外の港湾利

用、周辺エリアの活用も視野に新たな利活用についても促進

していきます。 

また、国や県、近隣市、関係機関と連携して福島港の利活

用に取り組んでいきます。 
 

■ 成果指標 

 

指標の名称 単位 
令和元年度 

（実績） 

令和７年度 

（中間目標） 

令和 12 年度 

（目標） 
備考 

市コミュニティバス乗
車人数 

人 21,589 27,000 25,000  

市道整備率 ％ 6.0 25.2 41.0  

東九州自動車道事業化
区間（串間区域）用地
取得率 

％ 0 100 100  
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■ 個別計画 

 

個
別
計
画 

・串間市地域公共交通網形成計画 

・串間市山村振興計画 

・串間市公共施設等総合管理計画 

・串間市橋梁長寿命化修繕計画 

・串間市過疎地域自立促進計画 

 

■ 参画と協働の指針 

 

市
民 

・公共交通サービスをかしこく活用します。 

・道路などの公共施設を自らの財産と受け止め、適切に利用するとともに維持管理に

協力します。 

地
域
・
団
体
・
事
業
者 

・官民や事業者間等の連携を強化し、公共交通機関の維持・確保に努めます。 

・広域高速道路ネットワークの柱である東九州自動車道の整備促進に官民一体となっ

て取り組みます。 
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施策 5-2 スマートシティの推進 

 

■ ＳＤＧｓとの連携 

連携する
SDGs 

    

目標 9
（インフ
ラ、産業
化、イノ
ベーショ

ン） 

目標 10
（不平
等） 

目標 16
（平和） 

目標 17
（実施手

段） 

 

■ 施策の目的 

デジタルファーストによる行政サービスを展開し、さらに IT を活用した施策を分野横断的

に実施することで、イノベーティブな住環境を構築し、市全体でデジタルトランスフォーメ

ーションを実現します。Society5.0 に対応した行政運営の能率化や地域サポートの充実を推

進し、次世代を担う ICT 人材の育成に取り組みます。 
 

■ この分野の現状と本市の取組 

ICT の飛躍的な進歩に伴い、情報通信基盤の整備が進み、これらの基盤環境の有効活用が

重要な社会テーマとなってきています。 

本市では、国の地域イントラネット基盤施設整備事業等を活用し、市内のすべての公共施

設を接続する地域公共ネットワークを整備し、行政内情報の共有化を図るとともに、市民生

活に有効な情報をタイムリーに発信してきました。 
 

■ この分野における今後の課題 

Society5.0 社会の到来により、オンラインによるデジタル手続など窓口業務の高度化や公

衆無線 LAN を活用した、地域間の情報共有やコミュニティの育成、情報セキュリティ対策の

強化、情報化に関する普及及び啓発や人材育成・交流促進など市民の利便性向上のためスマ

ートシティに向けた取組を一層推進していく必要があります。 
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■ 主要な施策 

 

施策 内容 

（１）さまざまな市民の

ニーズに対応し

た、きめ細やかな

行政サービスの提

供 

スマートフォンなどデジタルデバイスの普及が急速に進ん

おり、パソコンではなくモバイル中心の利用に移りつつある

ことに伴い、市民のニーズに合致するような行政サービスの

あり方を検討し、その手法を導入していきます。 

また、世代ごとにインターネット利用状況や使用機器に大

きな違いがあることを受けて、属性に応じたきめ細かな行政

サービスを展開します。 

（２）効果的・効率的な

行政運営 

さまざまな業務システムが連携してデータを利用する共通

基盤システムの整備やサーバを物理的に集約する仮想化基盤

の整備、クラウド活用等により、業務と情報システムの全体

最適化を図り、情報システム経費の抑制とデジタル社会への

対応に努めます。 

（３）安定した行政サー

ビスの提供 

市民の情報リテラシーの向上とともに、次世代を担う ICT

人材の育成活用を進めます。 

また、市民が安心して行政サービスを受けられるよう、情

報セキュリティ対策を強化します 

さらに、災害時にも迅速な情報伝達と業務継続が図られる

よう、ICT 事業継続化計画を策定し自然災害に備えていきま

す。 

（４）持続可能で成長し

続けられる産業の

支援 

防災、農林水産業、商工観光、福祉、教育など様々な分野

の課題に対し、連携して取り組むことで、持続し成長し続け

る都市を目指します。 

公的データのオープン化や AI によるビッグデータの解析な

ど、データ連携基盤を整備し、産業の発展に繋がる支援を実

現します。 
 

■ 成果指標 

 

指標の名称 単位 
令和元年度 

（実績） 

令和７年度 

（中間目標） 

令和 12 年度 

（目標） 
備考 

オンライン申請が可能
なサービス数 

件 15 30 60  
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■ 個別計画 

 

個
別
計
画 

・串間市情報化推進委員会通知「スマート自治体の実現に向けて」 

・【国】地方自治体におけるオンライン利用促進指針 

 

 

■ 参画と協働の指針 

 

 
 
  

市
民 

・主体的な情報発信に努めるとともに、地域内での情報共有に努めます。 

・高速インターネットを日常生活（業務）や事業に、積極的に利用します。 

地
域
・
団
体
・
事
業
者 

・市民団体との協働により効果的な情報発信に努めます。 

・高速インターネットを日常生活（業務）や事業に、積極的に利用します。 
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施策 5-3 住宅・市街地の整備 

 

■ ＳＤＧｓとの連携 

連携する
SDGs 

   

目標 10
（不平
等） 

目標 11
（持続可
能な都
市） 

目標 13
（気候変

動） 

 

■ 施策の目的 

住宅の維持・管理と住環境の整備に取り組むとともににぎわいのある市街地の整備を図り、

生活基盤の安定化と移住・定住の促進を図ります。 
 

■ この分野の現状と本市の取組 

住宅は、市民が健康で文化的な生活を営むための基盤であることから、良好な住宅の供給

と快適な住環境の整備が求められます。また、住宅施策は人口の定住を促進する上でも重要

な役割を持つものです。 

良好な住宅地や公園・緑地等が整備された市街地は、安全で快適な居住環境やまちのにぎ

わい、産業・文化の集積を生み出すものであり、まちの発展を支える重要な基盤です。 

本市では、市街地内の未利用地もあり、これらの有効活用とともに定住を促進するための

住宅用地の開発が求められています。市営住宅の整備については、老朽化した住宅の一部に

ついて建て替えを実施し、また、屋根外壁改修等の整備を進めています。 

また、にぎわいと交流人口の増加を主たる目的とする、まちづくりの方向性を示した「串

間市中心市街地まちづくり基本計画」を国・県などの関係機関をはじめ、有識者の協力を得

ながら、市民協働のもと策定し、旧吉松家住宅周辺のまちづくりの基幹的な施設や「まちな

かの道の駅」（道の駅くしま）の整備を進めています。 
 

■ この分野における今後の課題 

本市の市営住宅については経年劣化が進み、これらへの対応が課題となっています。市営

住宅入居者の安全で快適な居住環境を保つため、適切に維持管理を行う必要があります。整

備について、既存の公営住宅は耐用年数を勘案した長寿命化改修、個別改善を実施する等、

質の向上を図っていく必要があります。また、老朽化した市営住宅については住宅の集約化

を図る等、建替事業において、既存入居者の住み替え住宅の確保と高齢者や子育て世帯等が

安心して暮らせる良好な居住環境を提供するため、制度事業等を活用した整備に取り組んで

いく必要があります。 

中心市街地の集客施設の核となる道の駅くしまを充実することで、まちの活性化が創出さ

れますが、同時に駐車場不足など都市機能の対応が求められます。 

駐車場や歩道整備など関係機関と連携した都市基盤整備施策を図る必要があります。  
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■ 主要な施策 

 

施 策 内   容 

（１）良好な住宅地の形

成 

定住の促進と安全・安心・快適な住環境の確保に向け、良

好な環境の住宅地形成を誘導します。 

また、民間木造住宅の耐震性向上を図るため、「住宅・建築物

耐震改修等事業」に取り組みます。 

（２）中心市街地の整備 地域の自主性とにぎわいを創出し、通過型観光客等の来訪

者を呼び込み交流人口の増加を図る施策として、「串間市中心

市街地まちづくり事業」を進め、あわせて公的機能等を集積

したコンパクトシティの形成を目指します。 

中心市街地の集客戦略の核となる「道の駅」について、

様々なソフト戦略を市民協働のもと進めるとともに、国指定

重要文化財である「旧吉松家住宅」の周辺地域への回遊を促

す施設整備を市民団体等と連携を図りながら進めます。 

さらに、各集落とコミュニティバスで結ぶことにより、集

落ネットワークの場として、住む人と訪れる人が互いに出会

い、交流できる拠点・環境づくりを推進します。 

（３）安全・安心して暮

らせる宅地の供給 

居住者の利便性、地域間や世代間のバランス等を考慮しな

がら、快適で安全・安心して暮らせる宅地の供給に民間事業

者との連携のもと取り組みます。 

（４）公営住宅の計画的

な整備充実 

各種指針に基づき、高齢者や障がい者が安全で安心して暮

らせる住まいづくり、若年層の定住を促進する住まいづく

り、総合的な居住環境の向上といった視点に立ち、老朽化し

た市営住宅等の改良等に努めます。 

（５）居住環境の総合的

整備 

 

すべての市民が安全で快適に生活できる住環境を確保する

ため、生活道路、公園・緑地、下水道などの生活基盤につい

て、地域の実情を踏まえた重点的かつ計画的な整備を進め、

生活水準の向上に努めます。 

（６）公共施設やインフ

ラ等の適正な維持

管理と更新等の推

進 

公共施設等総合管理計画により、公共施設等の更新・統廃合・

長寿命化等を図るとともに、市内道路網等の整備によるネット

ワーク化を推進します。 
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■ 成果指標 

 

指標の名称 単位 
令和元年度 

（実績） 

令和７年度 

（中間目標） 

令和 12 年度 

（目標） 
備考 

市営住宅耐震化率 ％ 69 82 99  

 

■ 個別計画 

 

個
別
計
画 

・串間市中心市街地まちづくり基本計画 

・串間市公共施設等総合管理計画 

・串間市公営住宅等長寿命化計画 

・串間市建築物耐震改修促進計画 

・串間市過疎地域自立促進計画 

・串間市山村振興計画 

 

■ 参画と協働の指針 

 

 
  

市
民 

・地域の特性に応じた、うるおい豊かでだれもが快適に暮らせる良質な住宅・住環境の

創出、保全、充実に努めます。 

地
域
・
団
体
・
事
業
者 

・市街地整備・住宅開発において、ゆとりとうるおいのある住環境づくりに努めます。 
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施策 5-4 交通安全・防犯体制の充実 

 

■ ＳＤＧｓとの連携 

連携する
SDGs 

   

目標 11
（持続可
能な都
市） 

目標 16
（平和） 

目標 17
（実施手

段） 

 

■ 施策の目的 

警察署を中心とした関係団体と連携を図り、交通安全への意識の高揚や施設整備の充実に

努めるとともに、犯罪や事故のない地域防犯体制の充実を図り、市民の暮らしのニーズに対

応した安全な環境づくりを推進します。 
 

■ この分野の現状と本市の取組 

全国の交通事故数及び交通事故死亡者数は近年減少傾向にありますが、交通事故死亡者に

占める高齢者の割合は増加傾向にあり、子どもの交通事故とともに懸念されています。また、

大きな社会問題となっている飲酒運転による交通事故についても減少傾向にありますが、飲

酒による交通事故は重大事故につながる場合が多く、その根絶が強く求められています。さ

らに通行を阻害する行為を繰り返し、交通の危険性を生じさせる「あおり運転」も社会問題

となっています。 

本市では、交通事故の発生を防止するため、市広報紙や行政連絡文書、防災行政無線を活

用した住民への啓発や串間警察署等関係機関との連携のもと、交通安全教室の開催や交通安

全運動の実施を通じて、市民の交通安全意識の高揚を図るとともに、カーブミラー、ガード

レール、路面標示などの交通安全施設の設置や道路拡張による歩道の整備を進めてきました。 

全国的に凶悪犯罪や若年層の犯罪が多発しており、誰もが犯罪の被害者になりうる街頭犯

罪、うそ電話詐欺の増加など、犯罪からの安全性の確保が特に重要視されてきています。 

防犯については、防犯意識の高揚と地域の防犯体制の確立を進めており、交通事故発生件

数及び刑法犯認知件数共に低い水準を維持しており、凶悪事件等は発生していません。 

 

■ この分野における今後の課題 

市民の誰もが、交通事故の被害者にも加害者にもならないよう、家庭や地域からの交通安

全教育の実践をはじめ子どもから高齢者まで、年齢層に応じた交通安全教育や啓発活動を継

続して実施するとともに、通学路、生活道路等の実情を再点検・再確認し、必要に応じた交

通安全施設の整備や歩道等の整備を進める必要があります。 

さらに、社会環境の変化や核家族化等による地域における犯罪防止機能の低下が懸念され

ていることから、今後も、関係機関・団体との連携を密にしながら、防犯意識の高揚や防犯・

地域安全体制の強化を進めていく必要があります。  
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■ 主要な施策 

 

施 策 内   容 

（１）交通安全意識の高

揚 

交通事故の発生を防止するため、関係機関と連携して、子

どもから高齢者まで、年齢層に応じた交通安全教育を実施す

るとともに、飲酒運転撲滅のＰＲ、危険箇所への交通安全旗

の設置、交通安全運動の展開など市民の交通安全意識の高揚

を図ります。 

また、啓発キャンペーンとして、交通安全・事故防止に直

結するグッズの配布、配布方法の効率化等、実効性のある施

策の計画を図ります。 

（２）安全な道路環境の

整備・維持 

交通の安全を確保するため、カーブミラー、ガードレー

ル、区画線など交通安全施設をはじめ、信号機の設置要請、

道路線形改良の促進、主要道路の歩道整備など安全な道路環

境の整備を計画的に進めます。 

（３）防犯意識の高揚 串間警察署や防犯協会等関係機関・団体との連携のもと、

広報・啓発活動や情報提供等を推進し、市民の防犯意識の高

揚を図ります。 

また、犯罪被害者等支援のための推進体制の整備と啓発活

動を行います。 

（４）防犯環境の充実 各自治会や事業所及び小・中学校ＰＴＡなどの自主的な地

域・学校等の安全活動を促進し、まちぐるみの防犯活動体制

の強化を図ります。 

また、自治会との連携により必要な防犯灯の整備と維持管

理を進め、犯罪抑制を図ります。 
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■ 成果指標 

 

指標の名称 単位 
令和元年度 

（実績） 

令和７年度 

（中間目標） 

令和 12 年度 

（目標） 
備考 

交通事故発生件数 件/年 38 30 25  

 

■ 個別計画 

 

個
別
計
画 

・串間市交通安全計画 

・串間市過疎地域自立促進計画 

 

■ 参画と協働の指針 

 

  

市
民 

・交通事故防止のため、法令講習会に積極的に参加するとともに、各種法令や交通マナー

を遵守します。 

・犯罪にあわないように、自らの身の回りに気を付けて生活するよう努めます。 

・地域の見守り活動に参加します。 

地
域
・
団
体
・
事
業
者 

・各々の立場や地域の実情に応じた交通安全活動に取り組みます。 

・地域の見守り活動に参加します。 
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施策 5-5 消防・防災・救急体制の充実 

 

■ ＳＤＧｓとの連携 

連携する
SDGs 

    

目標 11
（持続可
能な都
市） 

目標 13
（気候変

動） 

目標 16
（平和） 

目標 17
（実施手

段） 

 

■ 施策の目的 

地域の防災体制の強化に努め、安心して暮らせる総合的な防災対策を推進します。 

消防については、常備消防と消防団との連携により、その機能の充実・強化に努めます。 
 

■ この分野の現状と本市の取組 

全国各地で地震や風水害、土砂災害など多くの災害が発生する中、自然災害から安全・安

心な生活を守るため、国民一人ひとりや企業等の発意に基づく「自助」、地域の多様な主体に

よる「共助」、国・地方公共団体による「公助」の連携が求められています。また、こうした

災害から安全・安心な暮らしを確保するためには、地域防災力を高め、あらゆる災害に強い

まちづくりが必要不可欠です。 

また、生活様式の多様化や高齢化の進行などにより、火災発生要因は多様化の傾向にある

とともに、救急ニーズについても今後増加が見込まれています。 

本市は、地震や風水害による災害への備えとして、地域防災計画及び国民保護計画に基づ

く自主防災組織の育成、防災訓練等の実施、防災知識の普及、各種防災資機材等の備蓄、避

難施設・避難路等の整備、消防団活動拠点施設や消防団車両等の計画的な整備・更新などに

取り組んできたほか、住宅建築物及び防災拠点となる公共施設等の耐震化の促進など災害に

強いまちづくりを進めてきました。また、消防団と連携を図り、防火・防災に努めています。 

また、南海トラフ巨大地震等の発生を見据え、市内全域への防災行政無線の整備や、津波

避難タワー２基の整備、避難所環境の整備を実施。平時からの備えを中心とした、まちづく

りの視点をあわせ持つソフト、ハード面での包括的な計画として「国土強靱化地域計画」を

令和 2 年５月に策定し、現在、様々なリスクを想定し、起きてはならない最悪の事態（リス

クシナリオ）を回避するための施策の推進を図っているところです。 
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■ この分野における今後の課題 

今後も、災害時の情報伝達手段のために、防災行政無線等の取組を一層進めるとともに、

高齢者や障がい者など災害時の避難にあたって支援が必要となる避難行動要支援者への対策

や地域での防災力の強化に向けた自主防災組織等の育成が必要となっています。 

また、世界各地でテロ等が多発する中、これからの自治体にとって、こうした有事への対

応も、取り組むべき課題の一つとなっています。このため、国民保護計画・地域防災計画に

基づき、市、防災関連機関及び市民が一体となった体制の確立を図る必要があります。 

しかし、高齢化の進行等を背景に、救急ニーズが増加傾向にあるほか、地域の消防の要で

ある消防団においても、団員確保の困難さや団員の高齢化などの問題がみられ、消防力の低

下が懸念されています。また、河川の氾濫による洪水浸水想定区域内にある消防庁舎の高台

移転、消防団活動拠点施設の整備も課題となっています。このため、常備消防・救急体制の

さらなる充実強化と消防団を中心とした地域での消防力の強化・消防施設の充実を図る必要

があります。 

また、南海トラフ巨大地震に伴う津波などの大規模災害時においても、拠点的医療を維持、

確保し、救援・救助活動を円滑に進めるため、医療防災拠点施設を構築する必要があります。 
 

■ 主要な施策 

 

施 策 内   容 

（１）総合的な防災体制

の確立 

避難路・避難場所の周知、防災施設の整備充実、公共施設

の耐震化、緊急時の情報通信体制の充実、地域の商工業者の

協力を得て食糧・飲料水・生活必需品等を備蓄するなど、地

域防災計画に基づき、総合的な防災体制の確立を進めるとと

もに、各世帯での備蓄を呼びかけるなどさらなる防災意識の

向上を図ります。 

また、有事等の緊急事態に対応するため国民保護計画に基

づき市民の安全確保に努めます。 

（２）地域での防災力の

強化 

ハザードマップ等による啓発・情報提供の充実や防災研修

会などへの参加、地域及び各地区での防災訓練の充実を図る

とともに、地域における自主防災組織の育成・強化、防災士

などの防災ボランティアの育成を推進します。 

さらに、木造住宅の耐震化の啓発推進など市民の防災意識

の高揚と地域ぐるみの防災体制の確立に努めます。 

また、自主防災組織の未結成自治会に対して、今後さらに

結成を促すとともに、既加入組織の活動を活発化させる取組

を進めます。 

（３）要配慮者対策の充

実 

関係機関と連携して、要配慮者の把握、地域での情報共有

など横断的な避難支援体制の整備を図ります。 
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施 策 内   容 

個別計画作成については、自治会の協力及び避難行動要支

援者本人の同意を得て、支援者を選定し、関係機関と連携し

ながら、大規模災害時に避難行動要支援者を救うことができ

る仕組みの構築を図ります。 

また、民間施設との協定等により、避難所・福祉避難所の

確保を図ります。 

（４）常備消防・救急体

制の充実 

消防体制の基盤強化を図るため、常備車両等整備計画に基

づき、消防施設や資機材、消防車・救急車等の整備を図りま

す。 

また、高度な救急救命処置を提供するために各種研修に取

り組み救急救命士及び救急隊員の知識・技術の向上を図りま

す。 

（５）非常備消防体制の

充実 

非常備消防の基盤強化を図るため、非常備車両等整備計画

に基づき、消防施設や資機材、消防車両等の整備充実を図り

ます。 

また、消防団の重要性等に関する市民意識の啓発を図りな

がら、団員確保対策の強化や研修・訓練の充実による団員の

資質の向上など、消防団活性化対策を推進します。 

（６）火災予防・応急手

当の普及 

市民を対象とした防火講習会・消火訓練、ＡＥＤによる応

急手当講習会などを開催し、火災予防、応急手当の知識の普

及を推進します。 

（７）治山治水対策の推

進 

浸水被害の恐れのある河川の整備、土石流がけ崩れ、山地

崩壊等の土砂災害対策については、関係機関との連携のもと

その整備を進め、安全の確保を図ります。 

 

■ 成果指標 

 

指標の名称 単位 
令和元年度 

（実績） 

令和７年度 

（中間目標） 

令和 12 年度 

（目標） 
備考 

地区の避難訓練実施数 件/年 4 7 10  

避難訓練参加人数 人/年 2,427 2,500 2,500  

応急手当講習参加人数 人/年 1,244 1,300 1,300  
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■ 個別計画 

 

個
別
計
画 

・串間市国土強靭化地域計画 

・串間市地域防災計画 

・串間市国民保護計画 

・串間市過疎地域自立促進計画 

・串間市山村振興計画 

 

■ 参画と協働の指針 

 

 
  

市
民 

・自己の身体、生命及び財産を守るため、自主防災への取組を行います。 

・消防団への入団や、協力を通じて地域防災力を高めます。 

・応急手当の対処法、AED の使用法について理解を深めるとともに保管場所の確認に

努めます。 

地
域
・
団
体
・
事
業
者 

・防災協定等により災害発生時における市との協力体制（物的・人的・技術的支援）を

構築します。 

・消防団活動への積極的な参加に努めます。 
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施策 5-6 消費者対策の充実 

 

■ ＳＤＧｓとの連携 

連携する
SDGs 

  

目標 12
（持続可
能な生産
と消費） 

目標 16
（平和） 

 

■ 施策の目的 

消費者保護に関する啓発を行うとともに、消費者教育を実施し、自立する消費者の育成に

努めます。 
 

■ この分野の現状と本市の取組 

不当・架空請求やインターネットによる詐欺、家屋の点検・リフォーム商法等、消費者ト

ラブルの内容も多様化・複雑化するなど社会環境は大きく変化しています。 

本市では、日南市と共同で日南串間消費生活センターを設置し、県消費生活センター等の

関係機関と連携しながら、広報紙等を通じた情報提供、講座・巡回相談の開催等を行い、消

費者対策を推進しています。 
 

■ この分野における今後の課題 

消費者が、安全で安心できる生活を送るためには、消費活動をする上で安全が確保される

こと、適切な選択が行えること、必要な情報を知ることができること、被害の救済が受けら

れること等が重要であり、「消費者の保護」とともに、「自立する消費者づくり」を目指して

消費者保護対策を推進することが求められます。 

また、情報通信ネットワークの発展・普及により、インターネットによる詐欺等の巧妙・

多様化も見られ対策が必要となっています。 
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■ 主要な施策 

 

施 策 内   容 

（１）消費生活に関する

情報の提供 

関係機関との連携のもと、広報・啓発活動の推進をはじ

め、消費者講座の開催や消費者向けパンフレットの配布など

を通じて消費者教育・啓発を進めるとともに、消費生活情報

の提供、消費者団体の活動支援を進め、自立する消費者の育

成を図ります。 

とりわけ、最近被害の多い不当・架空請求、振り込め詐欺

などの情報を広報紙、市公式サイト等を活用して提供しま

す。 

（２）消費生活相談の実

施 

県消費生活センターや日南串間消費生活センターと連携

し、消費生活相談の実施や、被害発生時における迅速で効果

的なアドバイス等を行います。 

また、他団体等への相談件数等の情報収集に努めます。 

 

■ 成果指標 

 

指標の名称 単位 
令和元年度 

（実績） 

令和７年度 

（中間目標） 

令和 12 年度 

（目標） 
備考 

消費者行政啓発回数 回 12 12 12  

 

■ 個別計画 

 

個
別
計
画 

・串間市過疎地域自立促進計画 

・【国】消費者基本計画 
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■ 参画と協働の指針 

 

 

  

市
民 

・日常生活における課題の多様化や高度化に対応できるように、必要な知恵と知識を身

につけます。 

地
域
・
団
体
・
事
業
者 

・国県等の関係機関との連携を密にして、消費生活等に関する情報の共有を図ります。 
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基本目標６ 豊かな自然の恵みと共存し 持続するまち くしま 

～環境保全分野 
 

施策 6-1 エネルギー施策の総合的推進 

 
 

■ ＳＤＧｓとの連携 

連携する
SDGs 

       

目標 6
（水・衛

生） 

目標 7
（エネル
ギー） 

目標 12
（持続可
能な生産
と消費） 

目標 13
（気候変

動） 

目標 14
（海洋資

源） 

目標 15
（陸上資

源） 

目標 17
（実施手

段） 

 

■ 施策の目的 

本市は、令和２年 12 月にゼロカーボンシティ宣言を行い、2050 年までに二酸化炭素実質

排出量ゼロによる環境未来都市を目指すことを掲げました。持続可能な低炭素社会のさらな

る推進に向け、再生可能エネルギーの活用等を推進し、ゼロカーボンシティ串間の実現を目

指します。 
 

■ この分野の現状と本市の取組 

本市には、豊かな自然環境と共生する暮らしの場や農地や山などの自然環境と調和した町

並みが形成されています。そして、本市の雄大な自然を活かした風力発電、木質バイオマス

発電、太陽光発電、小水力発電などの再生可能エネルギー施設が数多く設置され、これらに

よるＣＯ２削減効果が期待されています。このような本市の強みを活かし様々な再生可能エ

ネルギーの普及をさらに図り、これらを積極的に利用するまちづくりを推進しています。 
 

■ この分野における今後の課題 

環境問題への対応を市民と行政が一体となって推進することが重要です。そのため、再生

可能エネルギーのさらなる導入の促進のため、自然エネルギーに関する学習の場を用意し、

市民の自然エネルギーへの理解を深めることで、市民が主体となった自然エネルギー促進の

まちづくりを実現するなど、環境問題への対応を市民との協働のもとに取り組み、持続可能

な社会の形成を進めていく必要があります。 
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■ 主要な施策 

 

施 策 内   容 

（１）ゼロカーボンシテ

ィの推進 

2050 年までに二酸化炭素実質排出量ゼロによる環境未来都

市の実現に向けて、全庁的に市民や事業者と一体となって取

り組んでいきます。 

（２）再生可能エネルギ

ー導入の推進 

今後、新たな太陽光発電システムや蓄電池技術の開発が見

込まれるため、技術革新に合わせた施策の展開を図ります。 

また、地域特性を活かした再生可能エネルギーのさらなる

導入を推進し、豊かな自然と調和したクリーンエネルギーの

積極的な活用を図ります。 
 

■ 成果指標 

 

指標の名称 単位 
令和元年度 

（実績） 

令和７年度 

（中間目標） 

令和 12 年度 

（目標） 
備考 

住宅用太陽光発電シス
テム導入促進による
CO2 削減量 

tCO2 15 177.5 355  

 

■ 個別計画 

 

個
別
計
画 

・串間市エネルギービジョン 

 

 

■ 参画と協働の指針 

 

  

市
民 

・脱炭素社会への転換を図るため、身近なことから取組を進めます。 

地
域
・
団
体
・
事
業
者 

・自主的に省エネルギー対策、再生可能エネルギー利用等を推進します。 
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施策 6-2 生活環境の整備 

 

■ ＳＤＧｓとの連携 

連携する
SDGs 

   

目標 9
（インフ
ラ、産業
化、イノ
ベーショ

ン） 

目標 11
（持続可
能な都
市） 

目標 17
（実施手

段） 

 

■ 施策の目的 

資源循環型社会のさらなる推進に向け、ごみの排出抑制やリサイクル率の向上等を推進し

ます。 
 

■ この分野の現状と本市の取組 

地球温暖化をはじめとする地球環境問題から、水質汚濁などの身近な環境汚染に至る様々

な環境問題の発生を背景に、地球規模で環境保全の重要性が認識され、自治体においても持

続可能な社会システムの形成に向けた、総合的な環境施策の展開が極めて重要な課題となっ

ています。 

環境保全の重要性が増す中で、大量生産・大量消費・大量廃棄といった従来からの社会・

経済の仕組みや生活様式を根本から見直し、資源循環型の社会を形成していくことが求めら

れています。 

本市では、ごみ減量化及びリサイクル事業に取り組み、その成果を着実にあげてきていま

す。 
 

■ この分野における今後の課題 

豊かな自然環境の保全に努めながら、持続可能な社会の形成を進めるため、ごみ分別の徹

底やごみの減量化、リサイクル等の促進に積極的に取り組んでいく必要があります。 
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■ 主要な施策 

 

施 策 内   容 

（１）環境保全意識の高

揚 

環境保全に関わる啓発活動や環境学習の推進と市民の自主

的な環境保全活動の拡大・定着を図り、また、安全で安心な

地域社会の構築を図ります。 

（２）環境保全活動の促

進 

環境美化運動の推進、CO2 削減となるリサイクル運動、省

資源・省エネルギー運動など、市民の自主的な環境保全活動

の拡大・定着化、環境ボランティアの育成・支援に努めます。 

さらに、河川など水辺の豊かな自然環境の保全に努めると

ともに、水辺環境調査については、学校へ調査参加への理解

を求めていきます。 

（３）公害等環境問題へ

の対応 

水質汚濁をはじめ、騒音、悪臭、振動などの公害に対し、

関係機関との連携のもと、監視・指導を推進し、未然防止及

び適切な対応に努めます。 

（４）美化運動の推進 市民の参加のもと、一斉清掃や美化活動の推進に努めま

す。 

（５）不法投棄の防止 啓発看板の設置、市民の協力のもと不法投棄の防止に努め

るとともに、監視体制の強化に努めます。 

（６）墓地・火葬場の充

実 

火葬場については、公衆衛生上、市民生活に欠かすことの

できない施設であり、良好な環境を保つため、施設の維持管

理に努めます。 

また、市営墓地については、公共の福祉のため、適正な維

持管理に努めます。 

（７）動物愛護と適性飼

育 

動物の愛護と適正な飼育を働きかけます。また、畜犬登録

を行っていない市民への登録指導に努めます。 

（８）し尿等処理体制の

充実 

適正な収集・運搬を行い、し尿処理施設については、適正

な維持管理に努め、し尿及び浄化槽汚泥処理を行います。 

（９）ごみ収集・処理体

制の充実 

広域的な処理体制のもと、ごみの排出動向や関連法に則し

た分別収集体制の充実、広報・啓発活動の推進等を通じた分

別排出の徹底に努めます。 

（１０）ごみ減量化・４

Ｒ運動の促進 

広報・公式サイトによる周知や、各団体や教育現場での説

明会等など広報・啓発活動や推進団体の育成等を通じ、市民

や事業者の自主的な４Ｒ運動をはじめ、リサイクル活動を促

進し、ごみの減量化とごみを出さない生活様式及び社会・経

済システムへの転換を進めます。 

（１１）災害廃棄物処理

の対応 

大規模災害に伴う災害廃棄物をすみやかに処理するため、

関係機関と仮置所、処理経路等の構築を行うとともに、公

共・民間団体等との協定締結を図ります。 
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■ 成果指標 

 

指標の名称 単位 
令和元年度 

（実績） 

令和７年度 

（中間目標） 

令和 12 年度 

（目標） 
備考 

市民一人一日あたりの
家庭ごみの量 

g/人・日 568 511 425  

資源化率 ％ 12.4 13.9 15.0  

 

■ 個別計画 

 

個
別
計
画 

・串間市公共施設等総合管理計画 

・串間市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画 

・串間市災害廃棄物処理計画 

・串間市過疎地域自立促進計画 

・串間市山村振興計画 

 

■ 参画と協働の指針 

 

  

市
民 

・自然環境の保全の必要性を認識し、自然環境保全に努めます。 

・ごみの減量・資源化活動に取り組むとともに、各種啓発事業にも積極的に参加します。 

・ごみの出し方のルールを守り、分別の徹底に協力します。 

地
域
・
団
体
・
事
業
者 

・自然環境の保全の必要性を認識し、自然環境保全に努めます。 

・ごみの減量・資源化等に関する行政の取組や市民・地域の活動に積極的に協力します。 

・資源循環型社会を担う役割と社会的責任を認識し、ごみの減量・資源化を実践します。 
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施策 6-3 上下水道の整備 

 

■ ＳＤＧｓとの連携 

連携する
SDGs 

       

目標 6
（水・衛

生） 

目標 7
（エネル
ギー） 

目標 11
（持続可
能な都
市） 

目標 13
（気候変

動） 

目標 14
（海洋資

源） 

目標 15
（陸上資

源） 

目標 17
（実施手

段） 

 

■ 施策の目的 

安全な水を安定して供給するため、老朽化した設備の更新や施設整備を行い、ゆとりある

施設能力を確保するとともに、災害にも強い水道施設づくりに努めます。 

また、公共下水道の加入促進に努め、公共用水域の水質保全を図ります。 
 

■ この分野の現状と本市の取組 

水道は、健康で快適な市民生活と産業活動に欠くことのできない重要な社会基盤ですが、

全国的に施設の老朽化が進んでいます。 

また、下水道は、公共用水域の水質保全や快適で文化的な生活環境確保のためにさらなる

加入促進が求められています。 

本市では、水道水の安定的な供給に努めるとともに、計画的な下水道整備を進めてきたこ

とにより、中心市街地を貫流する汚濁の激しい二級河川天神川・馬場川において、少しずつ

ではあるものの水質の向上がみられています。 

集中豪雨時の浸水対策としましては、本町地区に新たに雨水路を平成 25 年度から平成 28

年度にかけて整備し、浸水被害の解消に努めました。 
 

■ この分野における今後の課題 

今後は、各種水道施設の整備、水質管理体制の強化を図り、安全で安心な水道水の安定供

給に努め、下水道については供用開始済みの処理区域内の加入促進を図るとともに、農業・

漁業集落排水事業も含めて経営安定化を進めていく必要があります。 

また、市街地において、都市下水路が整備された時代と比較すると宅地化が進み土地の保

水力が低下しており、さらには近年のゲリラ豪雨等の異常気象により浸水被害の発生回数が

増加してきています。特に上町、泉町、西浜、寺里地区等の浸水被害がある地域については、

豪雨時の状況把握を行い安全・安心な生活環境の確保に努める必要があります。 
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■ 主要な施策 

 

施 策 内   容 

（１）計画的な水道施設

の整備 

老朽施設の更新と耐震化を進め計画的な水道施設の整備と

長寿命化を図ります。また、未普及地域への水道整備につい

ては、引き続きアンケートなどによる情報収集を行い、現状

に沿った整備計画を図ります。 

（２）水道事業の健全運

営 

水道事業の経費の節減を図りながら健全運営に努めます。 

（３）節水意識の高揚 節水に心がけ、水資源を大切にする意識の高揚に努めま

す。 

（４）水洗化の促進 市民の生活環境の向上と公共用水域の保全を早期に実現す

べく、公共下水道への加入促進を図ります。 

（５）集中豪雨への対応 市街地における浸水被害の検証を行い、豪雨時の状況を把

握し、安全・安心な生活環境の確保に努めます。 

（６）経営安定化の推進 水洗化率の向上、公共下水道への加入促進を図るととも

に、地方公営企業法の適用を行い、事業の経営安定化を推進

します。 

 

■ 成果指標 

 

指標の名称 単位 
令和元年度 

（実績） 

令和７年度 

（中間目標） 

令和 12 年度 

（目標） 
備考 

有収率 ％ 82.43 84.00 86.00  

配水池の耐震化率 ％ 28.40 30.61 64.54  

水洗化率 ％ 56.06 64.37 71.48  

 

  



97 

 

■ 個別計画 

 

個
別
計
画 

・串間市新水道ビジョン 

・串間市公共施設等総合管理計画 

・串間市配水池耐震化計画 

・串間市公共下水道ストックマネジメント（管路施設の調査・点検） 

・串間市生活排水対策総合基本計画 

・串間市過疎地域自立促進計画 

・串間市山村振興計画 
 

■ 参画と協働の指針 

 

 

  

市
民 

・節水に努めます。 

・単独浄化槽の場合は、速やかに公共下水道へ加入して使用します。 

・異物（油や生ごみ）などを流さないよう、生活排水に注意します。 

・使用料金については、延滞なく納付期限までには納付します。 

地
域
・
団
体
・
事
業
者 

＜地域・団体＞ 

・節水に努めます。 

＜貯水槽水道設置者＞ 

・貯水槽の清掃や水質管理を行い、適切な施設管理に努めます。 

＜水道・排水事業者＞ 

・水道、下水道への接続工事や申請手続きなど、適切に行います。また、下水道への接

続工事の積極的な営業を行うなど、加入促進に寄与します。 
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施策 6-4 公園・緑地の整備及び水辺の保全 

 

■ ＳＤＧｓとの連携 

連携する
SDGs 

    

目標 11
（持続可
能な都
市） 

目標 13
（気候変

動） 

目標 15
（陸上資

源） 

目標 17
（実施手

段） 

 

■ 施策の目的 

多様なニーズを踏まえた公園・緑地の整備や安全性・快適性の向上、適切な維持管理を行

います。 
 

■ この分野の現状と本市の取組 

公園・緑地等が整備された市街地は、安全で快適な居住環境やまちのにぎわい、産業・文

化の集積を生み出すものであり、まちの発展を支える重要な基盤です。 

また、公園や緑地は、子どもの遊び場、スポーツ・レクリエーションの場、いこいの場、安

心して住める施設や環境づくりに加え、ふれあい・交流の場であるとともに、緑を保全し、

身近な生活空間にうるおいとやすらぎを与える環境保全機能や景観形成機能、防災上の機能

などを担う重要な施設です。 

本市では、総合運動公園を地域防災拠点と位置付け、防災施設の整備の拡充と長寿命化計

画を基に、年次的に施設改修を実施しています。また、既存の児童・街区公園などの老朽化

施設についても改修を行い、近年のスポーツ・レクリエーションやいこいの場、交流の場等、

緑や水とふれあえる空間を求める市民ニーズに対応した取組を実施しています。 
 

■ この分野における今後の課題 

総合運動公園における防災施設の整備には多額な費用が必要となる為、優先順位を定め、

制度事業や助成金等を活用し、スムーズに事業整備を図る必要があります。 

また、市街地等においては、生活に密着した身近な公園や広場の整備を求める声が高まっ

ています。このため、公園・緑地・水辺の整備により、市全体が緑と水に包まれた、美しいう

るおいのある環境づくりを進めていく必要があります。 
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■ 主要な施策 

 

施策 内容 

（１）公園の活用と河川

整備 

これまで整備してきた公園の活用を図るとともに、河川や

水路等についても、自然環境の保全に留意し、ボランティア

団体等と連携して水と親しむことのできる環境の保全・整備

を図ります。 

（２）地域の公園・広場

の整備 

身近で、子どもから高齢者までが利用しやすい公園・広場

の整備を図るとともに、適正な維持管理、利用者の安全確

保、公共空間の環境整備に努めます。 

（３）総合運動公園の整

備・活用 

施設の整備・改修により、市民のスポーツ・レクリエーシ

ョン、いこいの場としての利用増進、またスポーツイベン

ト・キャンプの誘致活動に努めます。 

また、本公園は、防災公園としての位置づけもあり、制度

事業や助成金等を活用しながら事業の進捗を図っています

が、施設の更新については相当な事業費・期間を要すること

から、長寿命化計画に基づき、施設の延命化・計画的な更新

を図るとともに、適正な維持管理により、利用者の安全確保

に努めていきます。 
 

■ 成果指標 

 

指標の名称 単位 
令和元年度 

（実績） 

令和７年度 

（中間目標） 

令和 12 年度 

（目標） 
備考 

串間市総合運動公園利
用者数 

人 65,806 74,000 82,000  

 

■個別計画 

 

個
別
計
画 

・串間市都市計画マスタープラン 

・串間市公共施設等総合管理計画 

・串間市総合運動公園長寿命化計画 

・串間市過疎地域自立促進計画 
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■ 参画と協働の指針 

 

  

市
民 

・身近な公園の管理に協力します。 

・施設利用ではマナーを遵守します。 

・公園等を利用して健康増進を図ります。 

・施設利用料金は納付します。 

地
域
・
団
体
・
事
業
者 

・身近な公園の管理に協力するとともに、事業所の緑化に努めます。 

・施設利用ではマナーを遵守します。 

・施設利用料金は納付します。 

・スポーツイベント、キャンプ等の誘致に係る PR 活動を推進します。 
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施策 6-5 景観の保全・形成及び土地利用 

 

■ ＳＤＧｓとの連携 

連携する
SDGs 

    

目標 11
（持続可
能な都
市） 

目標 14
（海洋資

源） 

目標 15
（陸上資

源） 

目標 17
（実施手

段） 

 

■ 施策の目的 

自然と生活との調和により潤いが感じられる環境づくりを目指し、自然的景観や歴史的建

造物・史跡等の計画的な保全と景観形成を推進します。 
 

■ この分野の現状と本市の取組 

美しい景観の形成は、自然環境の保全とあわせて豊かな暮らしに欠くことのできないもの

です。近年では、地域を挙げて景観形成に取り組む地域も増え、安心して住める施設や環境

をつくりあげていく必要があります。 

本市には、田園や山林などの自然環境と調和したまち並みが形成されているとともに、“全

市公園”ともいえる緑の景観があり、本市の良好な景観を保全し、串間らしい景観形成を図る

ため、景観に大きな影響を及ぼす可能性のある行為については、景観の保全及び形成に大き

な影響を及ぼさないよう誘導しています。また、道路などにおいては、植栽や植樹、公共サ

イン（デザイン）の統一化などを行い景観に配慮しています。 

令和元年 10 月には、串間市景観計画を策定し、本市の良好な景観の保全と串間らしい景観

の形成を図るため、景観に大きな影響を及ぼす可能性のある行為については、基準を設け景

観の保全及び形成に大きな影響を及ぼさないよう取り組んでいます。 

また、国土調査法による地籍調査を行い、年次的に土地の明確化を進めています。 
 

■ この分野における今後の課題 

近年は、生活様式・経済社会活動の変化により、屋外広告物などまち並みや田園の景観を

阻害する要因も現れてきており、本市の景観をより良いものにするためには、市民、事業者、

市が共に、本市の景観を理解し、協力し合い、積極的に自然景観やまち並みの保存に努め、

良好な景観形成に取り組むなど美しい景観を保全・整備していく必要があります。 

市街地の景観づくりを具体的に進めるため、串間市景観計画にて景観形成重点区域に設定

した旧吉松家住宅周辺において、地域と共に計画形成ルールづくりを促進する必要がありま

す。 
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■ 主要な施策 

 

施 策 内   容 

（１）景観の保全 本市特有の自然景観や田園・山林などと共存するまち並み

は貴重な景観資源となっているため、シーニックバイウェイ

の取組など、串間エリア国道 448 号の沿道修景美化におい

て、市民や関係機関との連携を図りながら、地域の特性を活

かした景観の保全に努めます。 

景観を損なうおそれのある行為については、景観計画に基

づき必要な助言・指導を行います。 

（２）市街地景観づくり 市の玄関となる JR 各駅周辺、中心市街地、沿道周辺など

は、市街地としての整備を図るとともに、公共サインの統一

など、景観に配慮した整備に努めます。 

また、旧吉松家住宅前の仲町通り等については、景観ルー

ルづくりに向けて研修会等を行うなど、市民・地域住民とと

もに進めていきます。 

また、小・中高生への景観に関する学習を通し、串間の魅

力の発見・拡散につなげるため、継続した事業展開を進めま

す。 

（３）土地の有効活用 土地の有効活用を図るため、リモートセンシングなどの新

たな手法も取り入れながら、地籍調査を行います。また、事

業完了まで長期の期間を要するため、計画的な事業の実施に

努めます。 
 

■ 成果指標 

 

指標の名称 単位 
令和元年度 

（実績） 

令和７年度 

（中間目標） 

令和 12 年度 

（目標） 
備考 

道路・公園草刈り等実
施回数 

回 74 85 95  

 

■個別計画 

 

個
別
計
画 

・串間市都市計画マスタープラン 

・串間市景観計画 

・串間市過疎地域自立促進計画 

・串間市山村振興計画 

・【国】国土強靭化基本計画 

・【国】第７次国土調査事業十箇年計画 
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■ 参画と協働の指針 

 

 
 

市
民 

・地域の景観づくり活動団体が主体となって、子どもたちとの景観学習などを通して地

域資源を活かした景観づくりの活動に努めます。 

地
域
・
団
体
・
事
業
者 

・賑わいや活力を感じられるまちの景観づくりに向けて、清掃・植栽などの景観に関す

る事業活動や地域特有のまち並みの保全、屋外広告物の掲出等における景観への配慮

に努めます。 
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第３章 資料 

１ 施策の体系と総合戦略の関係 
 

前期基本計画の基本目標と施策 総合戦略の戦略目標 

基本目標 施    策 

戦略目標１ 
安定した雇用
を創出する 

戦略目標２ 
子育て世代に
選ばれる環境 
づくり 

戦略目標３ 
新しい人の流
れをつくる 

戦略目標４ 
住み続けたい
魅力あるまち
をつくる 

基
本
目
標
１  

多様なひと 考え方が尊重され 
想いをかたちにする くしま 

 
～市民活動・行財政分野 

１-１ 市民主体のまちづくりの推進    〇 

１-２ 男女共同参画・人権尊重社会の形成  〇   

１-３ 自治体経営の推進     

基
本
目
標
２ 

ともに寄り添い 支え合い 
自分らしく活躍する くしま 

 
～保健・医療・福祉分野 

２-１ 保健・医療の充実  〇  〇 

２-２ 地域福祉の充実    〇 

２-３ 高齢者福祉の充実    〇 

２-４ 障がい者福祉の充実     

２-５ 子育て支援の充実  〇   

２-６ 社会保障の充実     

基
本
目
標
３ 

まなび 育み 夢叶え  
未来へ翔びたつ くしま 

 
～教育・文化分野 

３-１ 学校教育の充実   〇  

３-２ 生涯学習・生涯スポーツ社会の確立   〇  

３-３ 青少年の健全育成     

３-４ 地域文化の継承・創造     

基
本
目
標
４ 

つくり そだてる 
交流と魅力あふれるまち くしま 

 
～産業振興分野 

４-１ 農林水産業の振興 〇 〇   

４-２ 商工業・地場産業等の振興 〇    

４-３ 観光・交流活動の振興 〇  〇  

４-４ 雇用・勤労者対策の充実 〇  〇  
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前期基本計画の基本目標と施策 総合戦略の戦略目標 

基本目標 施    策 

戦略目標１ 
安定した雇用
を創出する 

戦略目標２ 
子育て世代に
選ばれる環境 
づくり 

戦略目標３ 
新しい人の流
れをつくる 

戦略目標４ 
住み続けたい
魅力あるまち
をつくる 

基
本
目
標
５ 

みんながつながり 安心と安全 
スマートなまち・くしま 

 
～生活基盤分野 

５-１ 道路・交通ネットワークの整備    〇 

５-２ スマートシティの推進     

５-３ 住宅・市街地の整備     

５-４ 交通安全・防犯体制の充実    〇 

５-５ 消防・防災・救急体制の充実    〇 

５-６ 消費者対策の充実     

基
本
目
標
６ 

豊かな自然の恵みと共存し 
持続するまち くしま 

 
～環境保全分野 

６-１ エネルギー施策の総合的推進    〇 

６-２ 生活環境の整備     

６-３ 上下水道の整備     

６-４ 公園・緑地の整備及び水辺の保全     

６-５ 景観の保全・形成及び土地利用     

 
 
 
 

 
 
 



 

 

 


